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本書は、雲南市男女共同参画推進条例第 18 条に基づき、令和５年度の 

雲南市の男女共同参画施策の実施状況についてまとめたものです。 



基本目標 基本課題

Ⅰ (1) 男性・子どもにとっての男女共同参画の推進

(2) 固定的な性別役割分担意識の解消

P７～P８ (3) 慣行などの見直しの呼びかけ

(4) メディアにおける男女共同参画の推進

(5) 女性のエンパワメント（能力育成・開発）に向けた啓発の推進

２．生涯を通じた健康支援 （6）
リプロダクティブ・ヘルス/ライツ（性と生殖に関する健康と権利）の
尊重と意識啓発

P８～P１０ (7) 幼児期からの性の尊重と健康に関する正しい理解の促進

(8) 妊産婦・乳幼児健康診査と保健指導の充実

(9) ライフステージに応じた身体・こころの健康支援と相談体制の充実

(10) 性に配慮した的確な医療や健康診査の機会の充実

Ⅱ (11) 「雲南市ＤＶ対策基本計画」に基づく啓発と推進

(12)
ＤＶ(ドメスティック・バイオレンス)等の被害者の支援と防止対策の
推進

(13) 性犯罪防止対策の推進

P１１～P１４ (14) ハラスメントの相談体制と防止対策の推進

(15) 児童・高齢者・障がいのある人への虐待防止と対策の強化

Ⅲ
(16) 審議会等への女性の参画促進

(17) 各種団体における女性の登用促進

P１５～P１６ (18) 女性の人材育成の推進

Ⅳ (19) 家庭生活における男女共同参画意識の啓発

１．家庭生活での男女共同参画の促進 (20) 多様なライフスタイルに対応した子育て・介護の支援

P１７～P１９

(21) ワーク・ライフ・バランスについての理解と定着

２．ワーク・ライフ・バランスの推進 (22) 各休業制度の取得促進

P１９～P２０

(23) 地域における男女共同参画の促進

(24) 防災分野における男女共同参画の推進

(25) 女性の視点を活かした観光分野の推進

P２０～P２１ (26) 男女がともに取り組む環境対策の推進

(27) 地域活動に取り組む団体方針決定過程への女性の参画促進

(28) ポジティブ・アクション(積極的改善措置）の推進

(29) 職場における男女共同参画に関する啓発と支援

(30) 入札参加資格者要件に係る男女共同参画の推進

P２１～P２３ (31) 事業所の男女共同参画実態調査の実施・結果の共有

(32) 男女に均等な雇用環境の整備

(33) 各種団体への女性の参画促進

(34) UIターン者の起業や女性生産活動グループの支援

P２３

(35) 教職員等に対する研修

６．学校等における男女共同参画の
　　推進

(36) 幼児・児童・生徒に対する発達段階に応じた指導

P２３～P２６ (37) 学校評議員・PTA等女性役員登用への積極的な推進

あらゆる暴力の根絶と
被害者への支援

１．あらゆる暴力の根絶と被害者への
　　支援

３．地域における男女の均等な機会と
     参画促進

４．労働の場（職場）における男女共同
     参画の確立

５．商工・農林・水産業等における男女
     共同参画の推進

 

１．政策・方針決定過程への男女共同
     参画推進

男女が互いの個性や能
力を認め合い、支えあう
家庭・地域・職場・学校
づくり

女性が参画しやすい体
制をつくり、ものごとの
企画や決定に男女とも
に関わることができる環
境の整備

第２次雲南市男女共同参画計画【改定版】 施策体系図
具体的施策

一人一人が大切にされ
る「人権文化」の創造

１．「気づく」「参画する」「自律・自立」
    意識の促進

【雲南市DV対策基本計画】

【女性活躍推進法に基づく市町村推進計画】
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基本目標 基本課題

Ⅴ (38) 高齢者の自立した生活に対する支援や相談支援の充実

(39)
障がいのある人の自立した生活に対する支援や相談支援の
充実

P２７～P２８

２．外国人市民が安心して暮らせる環
     境の整備

(40) 外国人市民の暮らしやすさに配慮した支援や相談支援の充実

P２８～２９ (41) 多文化共生意識の高揚

P２９～３０

４．生活困窮など様々な困難を抱える
     人への対応

(43) 相談体制の強化と関係機関との連携

P３０～３１ (44) 自立に向けた指導支援の充実

Ⅵ
１．市役所推進体制の充実 (45) 市民と協働の推進体制の確立

P３２～P３３
(46) 庁内推進体制の強化

(47) 計画の進行管理・評価・分析・見直し

(48) 男女共同参画に関する意識啓発

(49) 男女共同参画の視点に立った市の制度・施策の見直し

(50) 相談窓口体制の充実

(51) 女性職員の管理職育成と積極的登用

(52) 各休業制度取得促進

(53) ハラスメント防止と相談体制の充実

P３３～P３４

(54) 男女共同参画センターの周知と活用

(55) 男女共同参画に関する調査研究・情報提供の充実

(56) 男女共同参画関係団体の活動拠点の設置、活用

P３５

具体的施策

３．ひとり親家庭等に対する環境整備
     の推進

(42) ひとり親家庭等に対する子育て支援や相談体制の充実

総合的な推進体
制の整備

２．男女共同参画推進モデルとしての
     市役所における環境の整備

３．男女共同参画推進拠点の機能と体
　　制の強化

１．高齢者、障がいのある人が安心して
     暮らせる環境の整備

様々な立場にあ
る男女が安心し
て暮らせる環境
の整備
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第１章 男女共同参画施策の推進状況                       
新型コロナウイルス感染症が令和５年５月に５類に移行して以来、これまで自粛を強いられてきた

様々な集会・イベント、旅行などの人の流れがコロナ前に戻りつつあり、「対面」や「集合による活動」
が復活してきました。しかし、一方で円安の影響はガソリン価格や輸送費、資材、食料品等の価格上昇
をもたらし、人々の生活に影響を与えています。さらに、ロシアによるウクライナ侵攻は未だ終息に至
る気配はなく、更にイスラエルとハマスの紛争は罪のない多くの民間人を巻き込んでいます。令和６年
１月には能登半島において最大震度７の地震が発生し、建物や道路などが崩壊、ライフラインもストッ
プし、今も避難生活を余儀なくされている人たちがいます。 

さて、毎年、世界経済フォーラムが公表するジェンダーギャップ指数（＊用語解説 P.4７参照）で日本は
主要先進国（Ｇ７）のなかで最下位にとどまっており、女性の政治参画と女性管理職の少なさ、男女間
の賃金格差が依然として課題であり、ジェンダー平等への取組が他国に大きく後れをとっていることが
浮き彫りになっています。 

そのため社会全体で女性活躍の機運を醸成し、男女ともに自らの個性と能力を最大限に発揮できる社
会を実現するためには、現状を的確に捉え、管理職への女性の登用や意思決定過程への女性の参画、女
性のキャリア形成の支援などの取組を一層推進していく必要があります。家庭のことは妻に任せ、夫は
長時間働いていたころの社会と比べ、現在は、生産人口が減少、高齢化が進展するとともに、家族の姿
も「単身世帯」と「ひとり親とこども世帯」が半数を占めるなど大きく変化し、若い世代では、家庭と
仕事の両立を望む人の割合が上昇しており、理想とする生き方、働き方は変わってきています。このよ
うに職業観や家庭観が変化する中、「男は仕事、女は家庭」とする考え方から、全ての人が希望に応じて、
家庭でも仕事でも地域でも活躍できる社会になるよう切り替える時期であると考えます。 

雲南市でもこの現状を意識し、「第 2 次雲南市男女共同参画計画〜気づいて築くうんなんプラン〜」
「雲南市ＤＶ対策基本計画」「女性活躍推進法に基づく市町村推進計画」に基づいた施策に取り組みま
した。男女が共にライフイベントとキャリア形成を両立でき、健やかで充実した毎日を送るためには、
すべての人々の人権が尊重され、それぞれの個性と能力を十分に発揮できる社会、すなわち男女共同参
画社会の実現に向けて、家庭・地域・職場・学校が一体となって取り組まなければなりません。 

 
基本目標Ⅰ．一人一人が大切にされる「人権文化」の創造               

「第２次雲南市男女共同参画計画〜気づいて築くうんなんプラン〜」では、「男女の人権の尊重」を基
本理念の一つに掲げています。男女共同参画の推進には男女の個人としての尊厳が重んじられ、性別に
よる差別的取り扱いを受けることなく平等に扱われ、個人としての能力を発揮する機会が確保されるこ
とが大切です。 

令和５年度には男女共同参画意識に関する市民意識調査（以下、「令和５年度市民意識調査」という）
を実施しました。性別役割に関する項目では、「男性は外で働き、女性は家庭を守るべき」という考え方
に否定的な意見が男女共に増加している一方、「子育てはやはり母親でなくては」「家事、介護は女性の
方が向いている」などの家庭内ケアに対しての項目では、「女性の方が」という意識が男性において根強
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くある結果となりました。固定的性別役割分担意識解消に向けた意識啓発を更に行う必要があります。 
また、雲南市における各分野（家庭、職場、地域活動、学校、政治の場等）での平等感については、

全体的に「男性優位」と感じる人の割合が増加しており、その要因として、さまざまな報道や情報に触
れる中で、男女の教育格差や賃金格差、男女平等の達成度合を示すジェンダーギャップ指数が日本で非
常に低いことなどが、この数年間でより多くの人に認識された可能性があると考えられます。 
 
 
基本目標Ⅱ．あらゆる暴力の根絶と被害者への支援       

暴力は重大な人権侵害であり、だれもが安全に、安心して暮らせる環境を整備することは、男女共同
参画社会実現のための大前提となるものと考え、ＤＶ（＊用語解説 P.4７参照）を含め、あらゆる暴力の防
止、根絶に向けて理解を深めていくとともに相談体制の充実、被害者支援等の対策が必要と考えます。
令和５年度の女性相談延べ件数は 211 件（対前年比 116.6%）、実人数は 46 人（対前年比 86.8％）と、
延べ件数は増加しました。女性相談延べ件数のうち、ＤＶ相談延べ件数が 66 件、離婚に関する相談が
63 件と大半を占めました。しかし、令和５年度市民意識調査結果では、暴力の被害経験がある人に相談
先を尋ねたところ、圧倒的に「どこにも相談しなかった」との回答が多く、特に男性の被害者について
はほとんどの人が「相談しなかった」と回答していることから、より相談しやすい窓口の設置や、被害
者に寄り添った支援に取り組む必要があります。 

相談内容に応じて庁内各課、関連機関と連携し、適切な対応に努め、中でも児童虐待と DV 被害は同
時に起こっている場合もあることから、一体的な支援の強化を今後も図っていく必要があります。 
 

 

基本目標Ⅲ． 

女性が参画しやすい体制をつくり、ものごとの企画や決定に男女ともに関わることができ

る環境の整備            
「第 2 次雲南市男女共同参画計画〜気づいて築くうんなんプラン〜」では、令和 7 年 3 月までに政策

や方針決定の場である審議会等において「男女いずれかの委員数が、委員総数の 40%」となるよう目標
を定めています。 

令和５年度末現在における審議会等の女性参画率は 28.7％で、令和４年度末現在と比較し 0.3 ポイン
ト向上しました。（詳細は、P.42〜P.45「雲南市審議会等（法令・条例）への女性委員の参画状況」参照） 

具体的な取組として、平成 29 年 3 月に作成した「雲南市審議会等における女性登用率向上のための
協議について」のガイドラインに基づいて、審議会等の改選時・新設時に担当課と協議を行い、市役所
所管課担当部局等に対し女性委員登用の必要性を示し、登用率向上につなげる取組を行いました。併せ
て、関係機関等と連携した女性の人材情報の収集を行いました。 

また、地域自主組織役職員を対象に研修を実施し、地域活動における方針決定過程への女性の参画促
進を呼びかけたところ、既に女性や若者の意見が取り入れられるよう工夫している地域自主組織もみら
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れました。 
基本目標Ⅳ． 

男女が互いの個性や能力を認め合い、支えあう家庭・地域・職場・学校づくり       
令和５年度市民意識調査の結果では、家庭での食事のしたくやかたづけ、掃除・洗濯は「主として女

性」が担っている割合が高いですが、子どもの世話やしつけに関しては「主として女性」と答える人と
「男性も女性と同じ程度」と答える人が同じくらいの割合であり、前回調査から変化がうかがえました。
炊事や洗濯などはまだ女性の仕事として捉えられていますが、子育てについては男女が共同で行うこと
として定着しつつあるかもしれません。とは言え、家庭内での性別による役割分担意識を見直し、男女
が共に社会に参画しながら、安心して子育てや介護ができる環境づくりを推進する必要があることから、
令和５年度も家庭での男女共同参画推進をめざし「おとう飯 始めよう」キャンペーン（＊用語解説 P.47

参照）事業を実施したところです。家庭内での役割分担を見直し、家族で家事・育児・介護等について話
し合うきっかけとなりました。 

また、仕事とそれ以外の時間とのバランスについて不安や悩みを抱える人は、前回の市民意識調査で
は男女ともに５割近くいましたが、令和５年度市民意識調査では４割弱と減少しました。仕事や家庭、
地域生活などのバランスをうまく取ることは、多様な生き方や働き方の選択、自分らしく安心した生活
の実現、企業の優秀な人材確保につながるとされていますので、引き続きワーク・ライフ・バランスの
推進に努めます。 

地域では、令和３年７月に発生した豪雨災害の経験や令和６年１月に発生した能登半島地震の報道か
ら地域防災に対する意識がますます高まっており、令和５年度も地域住民や地域自主組織役職員を対象
に男女共同参画の視点に立った防災研修を防災部局と共催で実施しました。防災研修をとおして多くの
気づきがあり、地域防災について具体的な議論が生まれています。 

労働の場における男女共同参画の確立に向けては、働く女性を対象としたスキルアップセミナーを県
と共催したり、地域自主組織ではアンケートや研修などを実施することでハラスメント防止対策につな
がっているとの報告がありました。 

幼児・児童・生徒に対しては、生涯にわたる人間形成の基礎を培う乳幼児期から人権尊重、男女共同
参画の視点に立った教育を受けることが大切であり、学校等において発達段階に応じた指導、啓発を行
いました。また、学校等においては、教職員、保育者自身が人権について正しい理解と意識を高めるた
めの研修も行いました。 
 

基本目標Ⅴ．様々な立場にある男女が安心して暮らせる環境の整備            

だれもが孤立せず、社会参加を通していきいきと暮らせる男女共同参画社会の実現には、高齢者、障
がいのある人、外国人住民、ひとり親家庭等、生活困窮など様々な困難を抱える人すべてが安心して暮
らせる環境の整備が必要です。 

自宅に引きこもりがちな高齢者及び障がいのある人に対しては、安全安心に暮らせるよう声がけなど
の取組が行われていますが、一方で介護者の負担を起因とする高齢者虐待がみられます。令和４年度男
女共同参画白書では、夫・息子の介護者が増加する傾向にあり、実際に介護に直面する中高年世代は、
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介護をする段階になって初めて主体的に家事をする場合もあり、仕事との両立等の課題に直面し、スト
レスから虐待につながる可能性を示唆しています。介護上の不安・不満等を解消、軽減するためにも普
段からの家事参画について啓発が重要です。介護者が一人で問題を抱え込むことがないよう、併せて相
談体制の充実も図っていきます。 

また、「雲南市多文化共生推進プラン」（＊用語解説 P.48 参照）に基づき、「やさしい日本語」を用いて気
象情報等に関する注意喚起を SNS を活用し発信することができました。その他、外国人住民向けに日
本語学習支援と施設利用体験を行う日本語会話サロンの実施や地域自主組織役職員や市職員等向けに
やさしい日本語研修会を開催するなど地域住民レベルで多文化共生への理解と災害対応力の向上に資
する取組がありました。一方で、外国人住民からの相談件数は増加傾向で相談内容も複雑化しており、
今後、相談体制の強化が課題です。 

ひとり親家庭等への支援においては、関係部局が連携して相談者の課題解決に向けた支援を行い、ま
た、就学援助制度については、タブレット端末にかかるオンライン学習通信費の支給や、前年度中に就
学費用の支給を行うなど、就学援助受給者の経済負担軽減を図ることができました。 

生活困窮など様々な困難を抱える人への対応として、「生活困窮者自立支援法」に基づき、相談体制の
強化と関係機関との連携、自立に向けた就労準備支援等を継続実施します。 
基本目標Ⅵ．総合的な推進体制の整備                         

「男女共同参画」は単なる一行政分野にとどまらず、あらゆる行政の施策を網羅する総合的な取組で
あり、市役所職員一人一人が「男女共同参画の視点」を持って業務に取り組み、庁内体制を強化する必
要があります。市の男女共同参画施策の推進を図るための機関である「男女共同参画推進委員会」では、
第 3 次計画策定に向けて、地域自主組織との地区懇談会を行いました。「人と人とをつなぐ役割を担う
キーパーソンの存在」や「居心地のよい地域であることが、地域活動を頑張るエネルギーとなり、好循
環がうまれている」ことへの気づきから、「性別や年代を越えて様々な意見が出しやすい地域」であるこ
とや「少数意見にも配慮された取組」などが地域での男女共同参画を推進するうえで重要な視点である
ことを学びました。 

また、男女共同参画推進モデルとしての市役所を誰もが働きやすい職場としていくためにも固定的性
別役割分担意識にとらわれない個人の能力を活かす適切な人員配置や女性職員の管理職への積極的な
登用（登用率 25%）を目指しています。令和５年度の管理職に占める女性職員の割合は 25.2%まで向上
し目標を達成しましたが、管理職登用前後の早期退職等の現状を踏まえ、相談・支援、環境整備等を引
き続き行う必要があります。 

多様化する生活スタイルに合わせて休暇制度が利用できるよう職場環境を整備することも働きやす
い職場の取組の１つとして重要です。男性の看護休暇の取得率が高い職場の取組事例を共有するなど、
休暇制度利用促進に努めます。 

また、令和５年度市民意識調査で男女共同参画に関する用語、制度、機関について知っているか尋ね
たところ、「雲南市男女共同参画推進条例」「雲南市男女共同参画計画〜気づいて築くうんなんプラン〜」
「雲南市が男女共同参画宣言都市であること」については「知らない」と答えた人が半数以上であるこ
とがわかり、機会を捉えて情報発信していく必要があります。 
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第２章 具体的施策の実施状況                      
 
基本目標Ⅰ．一人一人が大切にされる「人権文化」の創造 
基本課題 Ⅰ－1．「気づく」「参画する」「自律・自立」意識の促進 

令 和 ５ 年 度
の 実 施 状 況
（ 主 な 取 組
を 抜 粋 し て
掲載） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施策１男性・子どもにとっての男女共同参画の推進 

●ジェンダー（＊用語解説 P.47 参照）チェック（固定的性別役割分担意
識（＊用語解説 P.48 参照）の見直し等）の実施による意識啓発 
・男女共同参画オリジナル絵本の読み語り 
・書籍、資料、DVD 等の充実、学校への貸し出し 
・「おとう飯 始めよう」キャンペーン事業の実施 
  地域自主組織での実施（１１組織） 
●男女平等についての講演会、研修会、実践講座の開催と情報提供 
・赤ちゃんを迎える夫婦を対象に「両親（父親）セミナー」の開催 
（県と共催事業） 
●「平和を」の都市宣言等の実践化と広報・啓発活動 
・「永井隆平和賞」の作品募集と発表式典の開催 
●男女共同参画推進月間等を利用した重点的な広報活動 
・オリジナル絵本の読み語り、パネル展示、懸垂幕の設置 
・ケーブルＴＶでの啓発番組、音声告知放送、市公式ＬＩＮＥ・フェ
イスブックへの記事掲載、市報への特集記事掲載 
 

施策２固定的な性別役割分担意識の解消 

●固定的性別役割分担意識の見直しについての意識啓発 
・「おとう飯 始めよう」キャンペーン事業の実施【1 再掲】 
●性別役割分担意識の見直しを促す学習機会の充実（研修会等） 
・「両親（父親）セミナー」の開催【1 再掲】 
 

施策３慣行などの見直しの呼びかけ 

●「性別役割分担意識」の解消を促す効果的な資料や学習機会の提供 
・人権・男女共同参画パネル展示の実施 【市内】13 か所 
 

施策４メディアにおける男女共同参画の推進 

●公的広報、出版物に関するガイドライン作成と活用 
・市報、ホームページ等における表現については、男女共同参画、人
権尊重の視点をもって作成している。 
 

 

施策５女性のエンパワメント（能力育成・開発）（＊用語解説 P.48 参照）
に向けた啓発の推進 

●キャリア形成のための情報提供 

所管課 
 
 
男女共同参画センター 
 
 
 
 
男女共同参画センター 
 
 
社会教育課 
 
男女共同参画センター 
男女共同参画センター 
広報広聴課 
 
 
 
男女共同参画センター 
 
男女共同参画センター 
 
 
 
男女共同参画センター 
 
 
 
広報広聴課 
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・各種関係機関が実施する研修、セミナーについて情報提供と参加 
・企業間セミナー（経営者向け）で女性講師による人材育成、人材定
着をテーマに研修の開催 
 
●自己啓発実現のためのセミナーの実施と支援 
・企業等で働く若手・中堅女性社員を対象にした「女性のスキルアッ
プセミナー導入編」の開催（県と共催事業） 
・講座受講者同士のネットワークづくりを目的に交流会も開催 
 

男女共同参画センター 
商工振興課 
 
 
 
男女共同参画センター 

目 標 達 成 に
向 け た 課 題
等 

・男女共同参画に関する研修機会は、継続的に取り組んでいく必要が
ある。 
・地域自主組織では、特に役員改選時期に合わせた研修・推進機会を
設け、継続して女性の参画を呼び掛ける。 
・市報、市ホームページにおける表現について、男女共同参画・人権
尊重の視点でのチェックを行う必要がある。 
・女性のキャリア形成に向けた支援、周知に向け、様々な研修等の機
会を活用して啓発する必要がある。 

男女共同参画センター 
 
 
 
広報広聴課 
 
商工振興課 

 
 
基本目標Ⅰ．一人一人が大切にされる「人権文化」の創造 
基本課題 Ⅰ－2．生涯を通じた健康支援 

令 和 ５ 年 度
の 実 施 状 況
（ 主 な 取 組
を 抜 粋 し て
掲載） 

施策６リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に関する健康と権

利）（＊用語解説 P.48 参照）の尊重と意識啓発 

●性に関する悩みなど各種相談に応じた支援と関係機関との連携 
・マタニティーアンケートの結果から必要に応じて母子保健コーディネ
ーター、保健師等が個別支援 
・性と生殖に関する悩みを相談したい男性に対し、相談内容に応じて、
男女共同参画センター、健康福祉部健康推進課、子ども政策局子ども家
庭支援課において連携、対応 
・男性保健師配属（令和 4 年度採用 1 名） 
 

施策７幼児期からの性の尊重と健康に関する正しい理解の促進 

●ジェンダーにとらわれない、一人一人の個性と能力を尊重する教育の
充実 
≪保育所（園）・認定こども園（＊用語解説 P.48 参照）・幼稚園での取組≫ 
・生まれてきたことへの感謝、成長を喜ぶ気持ち等を育む「誕生会」の
実施。命の大切さ、性（生）について考える助産師によるバースデープ
ロジェクト（＊用語解説 P.49 参照）講座の開催（親子参加） 
・不要な男女の区別をしない（スリッパや教材の色など）とか、日々の
保育で色や服など自分の好きなものが選択できる環境づくり 
●性に対する正しい知識を学ぶ機会の提供 

所管課 
 
 
健康推進課 
 
健康推進課 
男女共同参画センター 
子ども家庭支援課 
 
 
 
 
 
子ども政策課 
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≪保育所（園）・認定こども園・幼稚園での取組≫ 
・着替えや水着になることを通して、隠している部分の大切さなどにつ
いて教える。 
・人前で着替えることに抵抗がある子どもに対し、更衣スペースを作る。 
・幼児への性の多様性に関する絵本の読み聞かせの実施 
≪小中学校での取組≫ 
・小中学校において、学習指導要領に基づき、保健体育（保健分野）や
特別活動をはじめ学校教育活動全体を通じて、発達段階に応じた「性に
関する指導」を実施 
・児童生徒への LGBTQ についての理解教育の実施 
●教職員・保育士への研修の充実 
≪保育所（園）・認定こども園・幼稚園での取組≫ 
・ジェンダー、性の多様性についての研修を実施 
・「LGBT 等と人権」をテーマに社会の状況や小中学校の取組を研修 
≪小中学校での取組≫ 
・LGBTQ（＊用語解説 P.49 参照）についての教職員研修の実施 
 
施策８妊産婦・乳幼児健康診査と保健指導の充実 

●妊産婦、乳幼児健診の内容の充実と自己負担軽減を継続 
・R５年度の検診実績 

妊婦一般健診 1 人 14 回助成 延べ 1,478 件 
乳児一般健診 1 人 2 回助成 延べ 236 件 
乳児集団検診受診率 ４か月 99.4％、10 か月 99.4％↑、 

1 歳 6 か月 99.4％↑、3 歳 6 か月 98.6％↑ 
妊婦指導 142 人、産婦検診 延べ 260 件 

・乳幼児健診は、乳幼児の発達・発育の確認、早期支援、生活習慣病の
予防等を目的に実施 
・妊娠届、出生届や乳幼児健診を通じて面談、保健指導を行い、妊娠期
からの切れ目ない支援の充実を図ることができた。 
●母性保護（＊用語解説 P.49 参照）のための情報提供  
・母子健康手帳アプリを通じた子育て支援情報：ユーザー登録 431 人 
●訪問指導による母親への支援と父親の育児参画促進 
・「雲南市子育てハンドブック」の作成と活用及び R2 年度に作成した
「お父さんのための育児ガイド」を活用した父親の育児参加の促進 
・妊娠届、出生届、訪問指導時の母親への支援と父親への意識啓発 
●在住外国人向け母子保健情報の提供、個別支援 
・必要に応じ外国語版の母子健康手帳、予防接種予診票の発行 
 

施策９ライフステージ（＊用語解説 P.49 参照）に応じた身体・こころの健

康支援と相談体制の充実 

●身体・こころの変化に女性、男性ともに理解を深められる啓発チラシ

子ども政策課 
 
 
 
 
学校教育課 
 
 
 
 
 
子ども政策課 
 
 
学校教育課 
 
 
 
 
健康推進課 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
健康推進課 
 
健康推進課 
 
 
 
健康推進課 
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の作成、講座・講演会の開催 
・気づく・つなぐゲートキーパー（＊用語解説 P.49 参照）養成研修２回・
スキルアップ研修（保健師 2 名受講） 
・「望まない受動喫煙」について市報で啓発。（喫煙習慣のある人の割合 
40〜59 歳で増加） 
・第 3 次雲南市自死総合対策計画の策定 
・幼児から高齢者への運動プログラムの実践、運動指導の取組 
「子育て応援ストレッチ（＊用語解説 P.49 参照）」のリーフレットを用い
て、子育て支援センター等において子育て中の母親向け腰痛対策に取り
組んだ。また、母子保健推進員にも活用促進を依頼。 
・特に女性が活躍されている地域運動指導員の取組を継続 
 

施策 10 性に配慮した的確な医療や健康診査の機会の充実 

●性差に応じたがん検診の推進 
・土日検診個別検診の委託医療機関拡充、web 予約の導入など受診しや
すい環境づくりの推進に努めた結果、青壮年期の受診に繋がり、集団が
ん検診受診が増えた。 
・節目年齢対象に無料クーポン券の配布。未受診者に対し個別受診勧奨 
・がん検診の推進 受診数：子宮頸がん検診 971 人↑、乳がん検診 780
人↑ 
・精密検査未受診者には個別受診勧奨を実施 
・乳幼児健診会場での母親へのがん検診の啓発 
・女性患者さんの診察・治療において、男性職員だけとならないよう配
慮（外来診療の場合は医師・看護師が男性と女性と性別がわかれるよう
に。また、マンモグラフィー検査の撮影では、女性技師が対応する等） 

 
健康づくり政策課 
 
 
 
 
身体教育医学研究
所うんなん 
 
 
 
 
 
 
保健医療介護連携室 
 
 
 
 
 
 
健康推進課 
市立病院 

目 標 達 成 に
向 け た 課 題
等 

・幼児期のジェンダー教育、性教育について専門的な研修が必要。性の
多様性や個性の受入れなどについて保護者（同居の祖父母を含む）への
啓発も必要 
・性の多様性に係る指導の必要性について理解を進め、継続して充実し
た指導が行われるよう指導助言を行う。 
・母性保護のための情報提供と父親の育児参画についての啓発 
・地域ぐるみで進める自死予防対策の推進 
・生活習慣病の対策として身体活動の不足（不活動）対策や使いすぎに
よる運動器障害（過活動）について、対策や環境づくりに取り組む必要
がある。 
・検診の周知、啓発、ｗｅｂ予約をさらに拡充するなど工夫しながら、
特に壮年期の受診率を向上させる。 
・ボランティアスタッフによるブレストアウェアネス（乳房を意識する
習慣）の啓発を継続 
 

子ども政策課 
（保・幼・こ） 
 
学校教育課 
 
健康推進課 
健康づくり政策課 
身体教育医学研究
所うんなん 
 
保健医療介護連携室 
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基本目標Ⅱ．あらゆる暴力の根絶と被害者への支援 
基本課題 Ⅱ－1．あらゆる暴力の根絶と被害者への支援 

令 和 ５ 年 度
の 実 施 状 況
（ 主 な 取 組
を 抜 粋 し て
掲載） 

施策 11「雲南市ＤＶ対策基本計画」に基づく啓発と推進 

●周知媒体を利用した意識啓発 
・「女性に対する暴力をなくす運動」期間にあわせ、道の駅さくらの里
きすきで紫色のイルミネーションの点灯 
・市報、告知放送、フェイスブックでの啓発 
・デート DV（＊用語解説 P.49 参照）等防止リーフレットの配布 
・女性相談カードの配布 

 母子手帳交付時（英語版あり）、二十歳の集い等 
・周知媒体を妊産婦に配布 
 

施策 12ＤＶ等の被害者の支援と防止対策の推進 

●関係機関との支援内容の把握と連携 
・「女性相談窓口」として相談を受け、関係機関と連携し支援 
  相談延件数：211 件 相談実人数：46 人 
・民生委員・児童委員の方には、住民の身近な相談者として相談を受
けていただき関係機関へつないだ。 
●ＤＶ・デートＤＶ防止に対する正しい認識の普及と啓発 
・中学 3 年生と高校生を対象にデート DV 防止講座の開催（7 校） 
・地域での DV 防止セミナーの開催（躍動と安らぎの里づくり鍋山と
の共催） 
●県、市等の関係機関との連携により、速やかな被害者の安全確保、
適切な情報提供と早期の自立支援促進 
・住民基本台帳の閲覧制限、住民票の交付制限等の支援措置 
・DV 被害者に対し、国保、年金、児童手当、医療等の手続きの支援 
・各部局が連携し DV 被害者等の保護支援を行うことができた。 
●関係機関との担当者連絡会議の開催 
・女性に対する暴力対策関係機関連絡会（県主催 雲南圏域で開催） 
・女性に対する暴力対策関係部局庁内連絡会の開催 
●専門的・総合的な相談支援機能の充実 
・女性弁護士相談の開催（年４回 相談者総数：16 人） 
●担当職員及び相談員の資質向上 
・研修会等へ積極的に参加 
●公営住宅の安定確保と優先入居の促進 
・DV 被害世帯は入居者選考基準に位置付けている。（対象世帯あり） 
 

施策 13 性犯罪防止対策の推進 

●ＬＥＤ防犯灯の整備支援、関係機関と連携した防犯カメラの設置 
・自治会等による LED 防犯灯の新設・更新を支援 

所管課 
 
男女共同参画センター 
 
 
 
 
 
健康推進課 
 
 
 
男女共同参画センター 
 
健康福祉総務課 
 
 
男女共同参画センター 
 
 
 
 
市民生活課 
 
 
 
男女共同参画センター 
 
 
男女共同参画センター 
 
男女共同参画センター 
 
建築住宅課 
 
 
 
防災安全課 
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 （支援件数 93 件、整備箇所数 115 か所） 
・市内設置の 47 基の防犯カメラの維持管理及び雲南警察署への犯罪
捜査等協力 
●通学路や公園等における防犯・安全対策の強化 
・歩道整備工事（2 路線）を通学路安全対策として実施 
・公園内に死角ができないよう植生等の刈り取り、公園灯の照度確保 
・関係機関（国県・警察・庁内部局）による「通学路安全推進会議」
を開催し各機関で役割分担し対策を実施 
 

施策 14 ハラスメント（＊用語解説 P50 参照）の相談体制と防止対策の推

進 

●ハラスメント防止に対する個々の意識を高めるための情報提供や
研修会の実施 
・地域自主組織職員を対象としたハラスメント防止研修とハラスメン
トアンケートの実施 
・ハラスメント防止寸劇（県男女共同参画サポーター制作）を使った
ワークショップの開催（２回） 
●予防啓発及び防止活動の強化 
・すべての地域自主組織でハラスメント防止宣言。ハラスメントに関
する相談窓口、苦情対応の仕組みを整備し運用 
 

施策 15 児童・高齢者・障がいのある人への虐待防止と対策の強化 

●関係機関との支援内容の把握と連携 
・民生委員・児童委員の方には、住民の身近な相談者として相談を受
けていただき関係機関へつないだ。 
・養護者による高齢者虐待（通報５件、虐待認定５件）については、
分離等の対応 
≪保育所（園）・認定こども園・幼稚園での取組≫ 
・職員間での情報共有を図り、関係機関（子ども家庭支援課、子ども
政策課、児童相談所等）との連携強化 
●関係機関の担当者連絡会議の開催 
・「雲南市高齢者虐待防止対策推進協議会」の開催 
・要保護児童地域対策協議会総会及び研修会の開催 
●現場に重点を置いたケーススタディの実施 
・県高齢者虐待専門職チームによる「高齢者虐待事例検討会」（２回） 
●相談窓口の周知と相談体制の充実 
・高齢者虐待の相談窓口として、地域包括支援センターと長寿障がい
福祉課が連携して対応（相談実人数：５人） 
・「市障がい者虐待防止センター」で相談対応（相談実件数：２件） 
・「児童相談窓口」として、児童虐待防止相談に対応 

 
 
 
 
建設工務課 
都市計画課 
学校教育課 
 
 
 
 
 
 
地域振興課 
男女共同参画センター 
男女共同参画センター 
 
 
地域振興課 
 
 
 
 
健康福祉総務課 
 
長寿障がい福祉課 
 
子ども政策課 
 
 
 
長寿障がい福祉課 
子ども家庭支援課 
 
長寿障がい福祉課 
 
長寿障がい福祉課 
 
 
子ども家庭支援課 
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≪保育所（園）・認定こども園・幼稚園での取組≫ 
・登降園時、個人面談、連絡帳等を活用し保護者との信頼関係の構築
に努め些細なことでも気軽にいつでも相談できる体制をとっている。 
●担当職員及び相談員の資質向上 
・在宅で認知症高齢者を介護している家族を対象に介護の知識、方法
の研修の実施。また介護者同士の交流・情報交換の場の提供 
・民生委員や市内福祉施設職員を対象に高齢者虐待の実態や防止に向
けた研修の実施 
・成年後見制度に関する研修会の開催（年 2 回開催 福祉事業所職員
33 名 民生委員 36 名参加） 
・児童相談アドバイザーを設置し、職員の専門性向上を図っている。 
≪保育所（園）・認定こども園・幼稚園での取組≫ 
・「教職者・保育従事者のための児童虐待対応の手引き」による研修 
・支援コーディネーターを中心とした情報共有や話し合いが職員の資
質向上に繋がっている 
・愛着形成、保護者支援、子育て支援、人権問題などの研修会への参
加 
●予防啓発及び未然防止の取組の強化 
・障がい者差別解消法（R3 年改正）で義務化された「合理的配慮」に
ついて周知（市報・ホームページ） 
・障がい者への理解促進を目的にヘルプマークを周知（市報・市役所
ロビー展示） 
・高齢者虐待の防止パンフレット、市報等により市民や関係機関への
普及啓発 
・児童虐待防止月間／オレンジリボン（11 月）において、懸垂幕の掲
示、市報・CATV 等への記事掲載、パネル展示、店舗へのチラシ設置
等による啓発 
・保護者へ児童虐待に関するチラシを配布し予防啓発 
・保護者、福祉相談支援事業所を対象にヤングケアラー研修会の実施 
・中学校福祉学習においてこどもの権利等についての講和（1 校） 
・関係機関との連携により児童虐待の未然防止に取り組む。 
・幼・保・こ・小・中へ「虐待対応マニュアル」の配布、全教職員等
へ「教職員・保育従事者のための児童虐待対応手引き」の配布 
≪保育所（園）・認定こども園・幼稚園での取組≫ 
・ポスター掲示、チラシ配布による予防啓発 
・こどもや保護者との会話や、着替え・身体測定時などに、身体・衣
類・持ち物の様子を観察して虐待の兆候がないか確認し、必要に応じ
て職員間で情報を共有 

子ども政策課 
 
 
 
長寿障がい福祉課 
 
 
 
 
 
子ども家庭支援課 
子ども政策課 
 
 
 
 
 
 
長寿障がい福祉課 
 
 
 
 
 
子ども家庭支援課 
 
 
 
 
 
 
学校教育課 
 
子ども政策課 
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目 標 達 成 に
向 け た 課 題
等 

・女性相談カードの配布の機会、設置場所の拡大を検討 
・デート DV 防止について、保護者対象の研修に取り組む予定 
・ハラスメント防止寸劇の活用方法を更に検討 
・ハラスメント対策は今後も研修機会を設け継続的に取り組む。 
・今後、防犯カメラ整備方針の検討が必要 
・虐待について、民法等の改正などわかりやすく具体的に周知する必
要がある。 
・要保護児童対策地域協議会に係る複雑な困難ケースに対応するため
職員の研修が必要 
・ヤングケアラー、こどもの権利についての研修機会の確保 
・保育者とのコミュニケーションスキルを向上させる研修が必要 
・虐待の兆候を見抜く職員のスキルアップ研修が必要 
・自分から発信しにくい保護者に対してこまめにコミュニケーション
をとり信頼関係を築く必要がある。 
・情報の取り扱いを（職員とどこまで情報共有するか）より慎重にす
る必要がある。 
・認知症等の介護者への負担増に起因する虐待がみられ、家族での分
担、または公的支援により負担を軽減出来るように取り組み必要 
・行政からの個人情報の提供には制限があることから、民生委員・児
童委員活動がやりづらいとの声がある。 
・成年後見制度の理解や手続きの難しさに対し、引き続き研修会等で
も周知が必要 

男女共同参画センター 
 
 
地域振興課 
防災安全課 
子ども家庭支援課 
 
 
 
 
子ども政策課 
（保・幼・こ） 
 
 
 
 
長寿障がい福祉課 
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基本目標Ⅲ．女性が参画しやすい体制をつくり、ものごとの企画や決定に男女ともに関わることができる環境の 
整備 

基本課題 Ⅲ－1．政策・方針決定過程への男女共同参画推進 

令 和 ５ 年 度
の 実 施 状 況
（ 主 な 取 組
を 抜 粋 し て
掲載） 

施策 16 審議会等への女性の参画促進 

●女性参画の理解と取組の促進（男女いずれかの委員数が、委員総数
の 40%） 
・男女共同参画推進本部会議及び連絡会議において部局内での周知及
び参画率の向上に向けた取組を呼びかけ 
 ①審議会等への女性の参画率  28.7％↑ 
 ②女性の委員がいない審議会  6 審議会（50 審議会中） 
・「審議会等への女性登用ガイドライン」に基づき、協議書に記載さ
れた女性登用割合、目標値を達成できない理由をもとに今後の取組み、
また、好事例などの紹介の事前協議を実施 
  ９審議会 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
施策 17 各種団体における女性の登用促進 

●女性参画の重要性と理解を深めるための啓発 
・地域自主組織等を対象に多様性をテーマとした地域づくり研修を実
施した。 
施策 18 女性の人材育成の推進 

●女性人材登録リストの整備と活用 
・島根県女性人材リスト（各種審議会等の委員候補者、役員等の人材
情報として、また、男女共同参画社会を目指した学習を行うグループ
などからの紹介に応じて、講師や助言者などの人材情報を登録）への
登録推薦者を各部局に照会 
・審議会等への女性登用に向け、事前協議で女性人材リストの活用を
紹介 
 

所管課 
 
 
男女共同参画センター 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地域振興課 
男女共同参画センター 
 
 
男女共同参画センター 
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目 標 達 成 に
向 け た 課 題
等 

・地域自主組織への男女共同参画に関する研修は、毎年行い継続的に
取り組んでいく。 
・政策、方針決定過程への女性登用のためには、女性人材リストは重
要であり整備に努める。 

地域振興課 
 
男女共同参画センター 
商工振興課  
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基本目標Ⅳ．男女が互いの個性や能力を認め合い、支えあう家庭・地域・職場・学校づくり 
基本課題 Ⅳ－1．家庭生活での男女共同参画の促進 

令 和 ５ 年 度
の 実 施 状 況
（ 主 な 取 組
を 抜 粋 し て
掲載） 

施策 19 家庭生活における男女共同参画意識の啓発 

●男女共同参画を推進するための学習会や講座等の実施 
・「おとう飯 始めよう」キャンペーン事業の実施【１再掲】 
●「男女共同参画都市宣言文」の内容の啓発と意識啓発のためのツー
ル作成、利用 
・地区計画作成の際のアンケート調査は、地域内の中学生以上全員を
対象。調査結果を踏まえた話し合いでは女性、若者の意見が取り入れ
られる協議の場を推奨 
 

施策 20 多様なライフスタイルに対応した子育て・介護の支援 

●子育て支援サービスや介護サービスについての情報提供 
・子ども医療費助成制度（中学生までの医療費無料化）の周知 
・「高齢者福祉ハンドブック」「みんなのあんしん介護保険」の配布、
市報により制度等の周知。（制度改正等により改訂を行っている。） 
・うんなんベビー応援事業（＊用語解説 P.50 参照）の実施と子育て支援
サービス（産前産後訪問サポート事業等）の周知 
・「子育てハンドブック」に「お父さんの育児ガイド」のページを設
け、夫や家族など周囲の理解や協力を得て子育てすることの大切さを
妊娠届時の面談や乳児訪問、乳幼児健診時等に伝えている。 
・子育てポータルサイト「ゆっくり、子育て。雲南市」、市ホームペ
ージ、市報を活用した子育て支援に関する制度やサービスの情報提
供。また、子育て支援センター・園開放・園庭開放の情報を毎月掲載 
・保育料の土曜減免（2 割軽減）、第 3 子以降保育料の無料化（18 歳
未満の児童が 3 人以上いる世帯）を実施 
・3 歳以上児の副食費を無償化（雲南市独自） 
・生後 2 か月〜5 か月の第一子と母親を対象に赤ちゃんとの関わり方
や子どもの心身の発達についての講座を開催（親子の絆づくり教室） 
・市営住宅における子育て世帯への家賃減額制度の周知（実績 11 世
帯） 
  定住促進住宅（木次東団地、加茂中団地） 
  特定公共賃貸住宅（瑞光団地、下郡団地） 
 〇新規入居する世帯のうち、夫婦のいずれか 40 歳未満の世帯また 

は中学生までの子どもがいる世帯の家賃を 5,000 円減額 
 （木次東・加茂中団地）…中学生までの子ども一人につき 5,000 
円減額（上限 3 人 15,000 円） 
 （瑞光・下郡団地）…中学生までの子ども一人につき 10,000 円減 
額（上限 3 人 30,000 円） 
 

所管課 
 
男女共同参画センター 
 
 
地域振興課 
 
 
 
 
 
市民生活課 
長寿障がい福祉課 
 
健康推進課 
 
 
 
 
子ども政策課 
広報広聴課 
市民生活課 
子ども政策課 
 
 
子ども家庭支援課 
 
建築住宅課 
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●認知症サポーター育成と地域で高齢者支援を担う意識啓発の推進 
・認知症キャラバンメイトや社協と連携して認知症サポーター養成講
座を開催し、認知症に関する正しい知識の普及啓発を実施。 
 （14 回開催、269 人参加↑） 
・認知症キャラバンメイトに対し、ステップアップ講座を開催 
●日常生活に役立つ男性対象の実践的講座の開催 
・「両親（父親）セミナー」の開催【１再掲】 
●地域での子育て支援の充実 
・放課後児童クラブは全 15 小学校区中 10 小学校区の 11 か所で実施 
・放課後児童クラブへの移送体制 
  西日登小（平成 29 年 4 月〜） 
  鍋山小、田井小（平成 30 年 4 月〜） 
  吉田小（平成 31 年 4 月〜） 
●利用者のニーズ把握と支援 
・特別養護老人ホームへの入所申し込み実態調査を実施（年 1 回）し、
待機者の状況把握 
・市営住宅の環境整備 
 住戸トイレ・浴室・階段への手すり設置（阿用・平岩・深野団地） 
●相談窓口の周知と相談体制の充実 
・地域包括支援センターを高齢者の総合相談窓口として周知するとと
もに、連携して相談支援を実施 
・子育ての総合相談窓口として子ども家庭支援センター「すワン」（＊
用語解説 P.50 参照）で相談を受け、関係機関と連携して相談に対応（相
談件数：420 件） 
・すべてのライフステージ（その時々に過ごす環境や状況、場面）に
おいてスムーズな支援の引継ぎができるよう移行支援の充実に取り
組み、医療機関等様々な関係機関との連携を深める取組を進めた。 
●認定こども園への移行促進と特別保育の拡充 
・認定こども園へ移行済施設 

幼保連携型認定こども園・・木次こども園 
  幼稚園型認定こども園・・大東こども園、海潮こども園、斐伊こ 
              ども園、三刀屋こども園、西こども園 
  保育所型認定こども園・・吉田保育所、田井保育所、掛合保育所 
              加茂こども園 
・企業主導型保育施設ニチイキッズ雲南保育所（令和元年 7 月〜） 
・病児保育、病後児保育（＊用語解説 P.51 参照）事業の実施 
  だいとう病児・病後児保育室つくし（病児は平成 30 年 4 月〜） 
  みとや病後児保育室たんぽぽ 
  掛合保育所病後児保育室 
  加茂こども園病後児保育室 

 
保健医療介護連携室 
 
 
 
 
男女共同参画センター 
 
子ども政策課 
 
 
 
 
 
長寿障がい福祉課 
 
建築住宅課 
 
 
保健医療介護連携室 
 
子ども家庭支援課 
 
 
 
 
 
 
子ども政策課 
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目 標 達 成 に
向 け た 課 題
等 

・引き続き「おとう飯 始めよう」キャンペーンを市内各地で展開し、
家庭での男女共同参画の推進を加速する。 
・中学生以上を対象とする住民アンケートの手法は女性の意見も反映
しやすく地域自主組織で定着してきた。 
・医療費無料化は保護者の経済的負担を軽減し、子どもの疾病の早期
発見早期治療につなげられる一方緊急性のない軽症患者が自己都合
で緊急外来を受診する可能性もあり、適正な利用について啓発も必要 
・地域包括支援センターのさらなる周知と関係機関とのネットワーク
構築で相談支援体制の強化が必要 
・認知症サポーターへのステップアップ講座を継続して開催し、地域
での見守りや生活の困りごと相談を支援する。 
・市ホームページ、子育てポータルサイトなどインターネットによる
情報発信を強化する必要がある。 
・「親子の絆づくり教室」は、母親同士がつながり相談や学びあう関係
づくりができ、育児ストレスの軽減が図れるので、第 1 子を持つ母親
への周知を引き続き行う。 
・子育て支援事業に関して、保護者のニーズや利用実績を参考に、こ
ども子育て会議にて検討している。 
 

男女共同参画センター 
 
地域振興課 
 
市民生活課 
 
 
保健医療介護連携室 
 
 
 
子ども政策課 
 
子ども家庭支援課 
 
 
子ども政策課 

 
 
基本目標Ⅳ．男女が互いの個性や能力を認め合い、支えあう家庭・地域・職場・学校づくり 
基本課題 Ⅳ－2．ワーク・ライフ・バランスの推進 

令 和 ５ 年 度
の 実 施 状 況
（ 主 な 取 組
を 抜 粋 し て
掲載） 

施策 21 ワーク・ライフ・バランス（＊用語解説 P.51 参照）についての理

解と定着 

●ワーク・ライフ・バランスの必要性と意識啓発 
●ワーク・ライフ・バランスへの転換を促すための情報提供 
・市内事業所に対し、ワーク・ライフ・バランスの理解と促進を図るた
め、関係機関からの啓発物を配布するなどの情報提供 
・雲南雇用対策協議会において、事業所と高校教諭の情報交換会の中で、
若年層の求めるワーク・ライフ・バランスなどの実態の共有 
●育児・介護などの休業制度に関する情報提供 
・市報において、子育て支援サービスなどの情報提供 
 

施策 22 各休業制度の取得促進 

●休業制度等に関する情報提供 
・市内事業所に対し、ワーク・ライフ・バランスの理解と促進を図るた
め、関係機関からの啓発物を配布するなどの情報提供（土日の完全休業
実施、産休明けなどの始業、就業時間の調整等ワーク・ライフ・バラン
スに関する取組みが進められている） 

所管課 
 
 
 
商工振興課 
 
 
 
 
広報広聴課 
 
 
 
商工振興課 
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・平成 28 年度事業所実態調査において、各種休業・休暇制度の有無、
取得状況について調査を実施。 
 

男女共同参画センター 

目 標 達 成 に
向 け た 課 題
等 

・継続的に情報提供を進める必要がある。 
・仕事と家庭の両立支援（ワーク・ライフ・バランス）の推進とそのた
めの職場環境づくり、男性の家庭生活への参画などについて、事業所に
向けた啓発を進める必要がある。 
 

商工振興課 
男女共同参画センター 

 
 
基本目標Ⅳ．男女が互いの個性や能力を認め合い、支えあう家庭・地域・職場・学校づくり 
基本課題 Ⅳ－３．地域における男女の均等な機会と参画促進 

令和 5 年度
の 実 施 状 況
（ 主 な 取 組
を 抜 粋 し て
掲載） 

施策 23 地域における男女共同参画の促進 

●市民団体等の活動への支援と市民の積極的参画促進 
・地域自主組織での住民アンケート調査は、中学生以上全員を対象。地
区計画策定には女性・若者の意見が取り入れられるよう推奨。【19 再掲】 
●地域課題に対応した研修会の開催と支援 
・地域自主組織等を対象に多様性をテーマとした地域づくり研修を実施
した。 
●ユニバーサルデザインの視点に立った「まちづくり」の推進 
・交流センターの活用促進に繋がるよう施設整備計画を改定し、トイレ
の洋式化率を指標に追加。 
・島根県ひとにやさしいまちづくり条例（＊用語解説 P.51 参照）を順守し、
建築物の新築等に対し整備基準を満たすよう指導（民間建築物実績：0
件） 
施策 24 防災分野における男女共同参画の推進 

●男女共同参画の視点による「雲南市地域防災計画」や災害対応マニュ
アルなど方針決定への女性参画拡大及び意見反映 
・女性消防団員の入団促進を図り 28 人までの増員を計画 

（R５年度：21 人） 
・女性・自治会等防火クラブ：216 クラブ、会員数 6,686 人 
●自主防災組織等に対する男女共同参画の視点を活かした講習会の実
施 
・「男女共同参画の視点に立った避難所運営〜トイレ編〜」の開催によ
り、地域で具体的な議論が始まってきている。 
施策 25 女性の視点を活かした観光分野の推進 

●企画・運営・情報発信など女性の視点を活かした活動への支援 
・第 2 期雲南市観光振興計画の観光マーケティング会議で、観光の現状
やインバウンド、広域観光等の現状について、女性の視点で検証を行い、
意見交換を実施。 

所管課 
 
地域振興課 
 
 
地域振興課 
 
 
地域振興課 
 
建築住宅課 
 
 
 
 
 
防災安全課 
 
 
 
 
防災安全課 
男女共同参画センター 
 
 
観光振興課 
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施策 26男女がともに取り組む環境対策の推進 

●男女がともに参画できる環境問題への取組 
・雲南市環境会議（市民・事業者・行政の連携）を実施し、男女を問
わず多くの市民に環境問題への取組を啓発（9回開催） 
●地域環境対策等の情報、取組事例の発信、情報交換や交流の場の提
供 
・クールビズ等による温暖化防止対策の促進 
・「環境月間」「環境の日」の行事の取組 
・「環境美化活動の日」の実施 
・夏季エコスタイル運動の実施 
 

施策 27 地域活動に取り組む団体方針決定過程への女性の参画促進 

●固定的性別役割分担意識解消の推進 
・地域自主組織等を対象に多様性をテーマとした地域づくり研修を実施
した。【17・23 再掲】 
・地域自主組織での住民アンケート調査は、中学生以上全員を対象。地
区計画策定には女性・若者の意見が取り入れられるよう推奨。【19・23
再掲】 
・地域自主組織に向け、男女共同参画の視点に立った避難所運営研修を
実施【24 再掲】 

 
 
環境政策課 
 
 
 
環境政策課 
 
 
 
 
 
 
地域振興課 
 
 
 
 
男女共同参画センター 
防災安全課 

目 標 達 成 に
向 け た 課 題
等 

・男女共同参画に関する研修は毎年行い、継続的に取り組む必要がある 
・地域防災計画に女性の視点での内容を引き続き盛り込んでいく。 
・地域自主組織を中核とした自主防災組織へ女性が参画しやすい環境づ
くりに努める。 
・男女を問わず、みんなで関われる環境問題への取組を継続して行って
いく。 
・地域の情報が女性に届きにくい現状を地域課題と捉え、改善するため
の対策や研修会の実施など検討する必要がある。 
 

地域振興課 
防災安全課 
 
 
環境政策課 
 
男女共同参画センター 
地域振興課 

 
 
基本目標Ⅳ．男女が互いの個性や能力を認め合い、支えあう家庭・地域・職場・学校づくり 
基本課題 Ⅳ－４．労働の場（職場）における男女共同参画の確立 

令 和 ５ 年 度
の 実 施 状 況
（ 主 な 取 組
を 抜 粋 し て
掲載） 

施策 28 ポジティブ・アクション（積極的改善措置）（＊用語解説 P.51 参
照）の推進 

●男女労働者の格差解消に向けたポジティブ・アクションの推進 
・国県からのポスターの掲示、啓発資料を事業所配布し、男女の格差解
消を働きかけた。 
 

 

所管課 
 
 
商工振興課 
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施策 29 職場における男女共同参画に関する啓発と支援 

●国・県・市の両立支援事業、研修等に係る情報提供 
・市内事業所へ県事業等の情報提供 
●ワーク・ライフ・バランス等の啓発 
・市内事業所に対し、ワーク・ライフ・バランスの啓発物配布 
●男女共同参画の視点を取り入れた講演・研修の促進 
・市内事業所に男女共同参画の視点に立った職場環境改善の啓発 
・企業チャレンジの取組として女性や若者の就業支援に向けたウェブマ
ーケティングを学べる e ラーニング講座を実施 
・地域自主組織職員を対象にハラスメント防止対策の研修会及びアンケ
ートの実施【14 再掲】 
●女性のキャリア形成に係る職業能力開発支援と情報提供 
・女性のスキルアップセミナーの開催（しまね女性センターと共催）【5
再掲】 
・スペシャルチャレンジ事業において女性の起業を支援 
●相談窓口の周知 
・地域自主組織において、ハラスメントに関する相談窓口、苦情対応の
仕組みを整備し運用【14 再掲】 
 

施策 30 入札参加資格者要件に係る男女共同参画の推進 

●入札参加資格者要件の周知 
・総合評価落札方式について、男女共同参画に関する項目（育児休業・
介護休暇等の制度あり）を地域貢献等の加点対象としている。（総合評価
方式で 3 件発注し評価項目で加点） 
 

施策 31 事業所の男女共同参画実態調査の実施・結果の共有 

●事業所実態調査の実施 
・令和 3 年経済センサス（＊用語解説 P.52 参照）（5 年に 1 回）では、女
性従業者割合 44.6％ 
●結果の共有と施策への反映 
・市内事業所へ男女共同参画の視点に立った職場環境改善に取り組んで
もらうよう啓発するため、事前に関係部局との協議、県補助金活用事業
所との意見交換等を実施した。 
 

 
 
男女共同参画センター 
 
商工振興課 
 
男女共同参画センター 
政策推進課 
 
地域振興課 
 
 
男女共同参画センター 
 
政策推進課 
 
地域振興課 
 
 
 
 
管財課 
 
 
 
 
 
商工振興課 
 
 
男女共同参画センター 
 

目 標 達 成 に
向 け た 課 題
等 

・引き続き女性が働きやすい環境づくりに向けた具体的な対策を検討し
ていく必要がある。 
・職場におけるハラスメント対策は今後も毎年継続的に取り組んで行く
必要がある。 
・市内の大半を占める小規模事業所の実情に合致した女性の労働環境や
地位向上に向けた意識啓発の取組を実施する必要がある。 

政策推進課 
 
地域振興課 
 
男女共同参画センター 
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基本目標Ⅳ．男女が互いの個性や能力を認め合い、支えあう家庭・地域・職場・学校づくり 
基本課題 Ⅳ－５．商工・農林・水産業等における男女共同参画の推進 

令 和 ５ 年 度
の 実 施 状 況
（ 主 な 取 組
を 抜 粋 し て
掲載） 

施策 32 男女に均等な雇用環境の整備 

●固定的性別役割分担意識解消の推進 
・市内事業所の採用担当者を対象に公正採用選考推進セミナー開催 
 （公共職業安定所共催） 
●ハラスメントの予防啓発 
・研修会等の機会を設けることはできなかったが、相談窓口やハラスメ
ントの予防啓発などの周知を行った。 
 

施策 33 各種団体への女性の参画促進 

●意思決定の場への女性の参画促進と各種団体への啓発 
・学校給食野菜生産グループへの女性会員入会の呼びかけを行い、積極
的な女性の参加がみられ活発な活動が展開 
 

施策 34ＵＩターン者の起業や女性生産活動グループの支援 

●起業を望む女性やＵＩターン者に対する情報提供及びグループの活
動支援 
・女性会員が主体となる「奥出雲産直振興推進協議会」での地産地消、
地産都消の取組に対する継続的支援 
●女性の経営参画の推進 
・起業等に関する個別相談や起業を目指す方に対する支援（起業 26 件 
：うち女性の起業 10 件） 
 

所管課 
 
人権センター 
 
 
商工振興課 
 
 
 
 
農政課 
 
 
 
 
 
農政課 
 
 
商工振興課 

目 標 達 成 に
向 け た 課 題
等 

・女性の積極的な生産活動があり、中山間地域の女性を中心とする高齢
農家が生きがいを持ち、地域を活性化させているモデルとして高く評価
されているが、次世代の担い手育成や労働環境について女性の視点での
改善など課題がある。 
・他の研修等の機会を活用し、研修の場を設ける必要がある。 

農政課 
 
 
 
商工振興課 

 
 
基本目標Ⅳ．男女が互いの個性や能力を認め合い、支えあう家庭・地域・職場・学校づくり 
基本課題 Ⅳ－６．学校等における男女共同参画の推進 

令 和 ５ 年 度
の 実 施 状 況
（ 主 な 取 組
を 抜 粋 し て
掲載） 

施策 35 教職員等に対する研修 

●男女平等の視点に基づいた保育所（園）・認定こども園・幼稚園・学校
の運営 
・学校及び教育委員会事務局に相談員を配置 
≪保育所（園）・認定こども園・幼稚園での取組≫ 
・市が主催する男女平等に関する研修を受講 
・SDGｓ目標５「ジェンダー平等を実現しよう」についての研修実施 

所管課 
 
 
学校教育課 
子ども政策課 
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●ジェンダーにとらわれない教育、保育の実施 
≪保育所（園）・認定こども園・幼稚園での取組≫ 
・ジェンダー／人権に配慮した自尊感情を育む教育・保育を実施するた
めの幼保こ職員研修会を受講 
・色、模様、キャラクター、ごっこ遊びなどで性別を決めつけない保育
の実施（一人一人の違いを認めた関わり） 
≪小中学校での取組≫ 
・「男らしさ、女らしさの「らしさ」って何だろう。」というからだの性
によって人の行動や嗜好を決めつけることは良くないことについての
学習 
●教職員・保育者・保護者への研修や意識啓発の充実 
≪保育所（園）・認定こども園・幼稚園での取組≫ 
・人権擁護のセルフチェックリストを活用し、人権意識、自分の行動の
傾向を把握し、自らの保育の振り返りを行い、それを各園所での気づき
につなげ、共有を行う 
≪小中学校での取組≫ 
・セクハラ・パワハラ研修の実施 
・保護者対象に「親学プログラム」（＊用語解説 P.52 参照）を８回実施 
 小学校４、中学校 1、教職員３ 参加者計：168 名 
・全教職員を対象とした人権研修の中に男女共同参画に関する内容の取
入れ 
 
施策 36 幼児・児童・生徒に対する発達段階に応じた指導 

●キャリア教育推進プログラム（『夢』発見プログラム（＊用語解説 P.52
参照））の充実 
・小中学生を対象に、「食育」の取組として食についての健康教室の実施
及び食生活改善推進協議会による調理実習の実施 
 （おやこの食育教室など） 
≪保育所（園）・認定こども園・幼稚園での取組≫ 
・『夢』発見プログラムに対する認識を深め、日々の教育・保育の充実を
図った。 
・幼小連携・接続の推進に取り組んだ。 
●「人権」「性」「健康」に関する意識啓発 
・子どもの心を育てることを目的にブックスタート事業により、すべて
の子どもに絵本を手渡し、読み聞かせの大切さを伝えた。 
・減メディア（スマートフォン等）について掲示物による啓発などを行
い、親子の触れ合い遊びを促進するためのリーフレットを母子保健推進
員の訪問の際に手渡している。 
・子どもの人権に関する研修会の開催 
・0 歳児から小学校低学年までの発達段階に応じた運動遊びを心と体の

 
子ども政策課 
 
 
 
 
学校教育課 
 
 
 
 
子ども政策課 
 
 
 
学校教育課 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
健康推進課 
 
 
子ども政策課 
 
 
 
 
健康推進課 
 
 
 
 
子ども政策課 
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両面から体系的にまとめた「雲南市幼児期運動プログラム（実践編）」
を活用した保育士等への研修の実施及び保育での実践 
≪保育所（園）・認定こども園・幼稚園での取組≫ 
・年齢に応じた食育や保健指導による意識啓発 
・絵本の活用、花や野菜の栽培、生き物との触れ合いを通した人権学習 
≪小中学校での取組≫ 
・各小中学校において男女共同参画に関する学習 
 ①小学校での取組 
  〇家庭科：家庭生活と仕事…互いに協力・分担することの理解 
  〇特別の教科「道徳」：親切・思いやり、相互理解・寛容 

…異性への理解 
  〇特別活動：学級活動…互いの良さを見つけ違いを尊重し合う等 
 ②中学校での取組 
  〇社会科：公民的分野〜私たちと現代社会…両性の本質的平等 
  〇技術家庭科：家族・家庭生活…互いの立場や役割の理解と協力 
  〇特別の教科「道徳」：親切・思いやり、相互理解・寛容 

…異性についての理解 
  〇特別活動：学級活動…充実した生活づくりへの参画 
・多くの学校で県助産師会による性の学習「ﾊﾞｰｽﾃﾞｰﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」を実施 
●「絵本の読み語り（日本語及び外国語）」による意識啓発 
・県男女共同参画サポーターを中心にオリジナル絵本の読み語りとお話
し（小学校 4、こども園１、保育所１）【1 再掲】 
≪保育所（園）・認定こども園・幼稚園での取組≫ 
・保護者や地域ボランティアによる絵本の読み語り（一部では外国語も） 
●デートＤＶ防止に関する正しい認識の普及と啓発（出前講座の実施
等） 
・中学 3 年生と高校生を対象にデート DV 防止講座の開催（7 校）【12
再掲】 
●発達段階に応じた性教育の推進 
≪保育所（園）・認定こども園・幼稚園での取組≫ 
・誕生会や保健指導を通じて人権・性教育を実施 
・発達段階に応じ身体のしくみや扱い方等を指導 
●「お弁当の日」の取組による男女共同参画意識の育成 
≪保育所（園）・認定こども園・幼稚園での取組≫ 
・年齢に応じた「お弁当の日」の取組。お弁当を作ってくれた人へ感謝
の気持ちを伝える。 
≪小中学校での取組≫ 
・学校における「お弁当の日」の実施 

 

 

 
 
 
 
 
学校教育課 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
男女共同参画センター 
 
子ども政策課 
 
 
 
男女共同参画センター 
 
 
子ども政策課 
 
 
 
子ども政策課 
 
 
学校教育課 
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施策 37 学校評議員・ＰＴＡ等女性役員登用への積極的な推進 

●学校評議員、ＰＴＡ等の役員に女性の参画促進を働きかけていく 
・学校評議員への積極的な女性登用について校長協議会等で働きかけ 
  学校評議員における女性の割合 32.3％（65 人中 21 人） 
 

 
 
学校教育課 

目 標 達 成 に
向 け た 課 題
等 

・ハラスメントのない環境づくり、または早期発見のため、引き続き研
修による意識啓発や防止への働きかけを行う。 
・研修に参加しやすい環境の整備が必要 
・研修内容を園内で話し合い、職員で共有し、人権感覚を深めていく必
要がある。 
・保護者にも人権、健康、生活習慣に関する啓発を行い、園と家庭が連
携して取り組む必要がある。 
・若年世代を対象にデート DV 防止講座を開催することで、将来の被害
防止啓発につながる。 
・学校評議員について、女性の参画の少ない学校に対し、引き続き個別
に働きかけを行っていく。 

学校教育課 
 
子ども政策課 
（保・幼・こ） 
 
 
 
男女共同参画センター 
 
学校教育課 
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基本目標Ⅴ．様々な立場にある男女が安心して暮らせる環境の整備 
基本課題 Ⅴ－1．高齢者、障がいのある人が安心して暮らせる環境の整備 

令 和 ５ 年 度
の 実 施 状 況
（ 主 な 取 組
を 抜 粋 し て
掲載） 

施策 38 高齢者の自立した生活に対する支援や相談支援の充実 

●地域での消費者被害や犯罪に対する予防啓発 
・雲南地域の警察・３市町で SOS ネットワーク配信訓練を実施。認知症
サポーター養成講座等を活用して新規協力会員募集 
●ユニバーサルデザインの視点に立った「まちづくり」の推進 
・島根県ひとにやさしいまちづくり条例を順守し、建築物の新築等に対
し整備基準を満たすよう指導（民間建築物実績：0 件）【23 再掲】 
・市営住宅の環境整備（福祉対応型改善） 

阿用・平岩団地 住戸トイレ・浴室への手すり設置 
  深野団地 住戸トイレ・浴室・階段への手すり設置 
●生涯学習、地域活動の場の提供 
・地域づくり活動等交付金により、地域福祉（地域福祉推進委員による
高齢者の見守りなど）、生涯学習などの活動を支援。 
●一人暮らし世帯に配慮した支援、見守り 
・独居及び高齢者のみの世帯への民生委員・児童委員等による声かけ訪
問 
・配食サービスを提供する社会福祉法人や地域自主組織への支援 
・高齢者のみの世帯等への緊急通報システム設置や利用料助成 
●介護予防事業の実施 
・うんなん幸雲体操、認知症予防教室など各種介護予防事業の実施 
  うんなん幸雲体操グループ 新設：11 グループ 83 人 

（市内全体 83 グループ 954 人） 
・第 9 期雲南圏域介護保険事業計画の策定 
●養護者に対する情報提供と支援 
・認知症地域支援推進員（＊用語解説 P.52 参照）や認知症初期集中支援チ
ーム（＊用語解説 P.52 参照）による認知症の方と家族への相談支援を実施。
またオレンジカフェうんなん（認知症カフェ）を開催 
●相談体制の充実 
・民生委員・児童委員への研修等による相談体制の充実 
・養護者による高齢者虐待の相談は、令和元年度から業務委託している
地域包括支援センターと長寿障がい福祉課が連携して対応（施設従事者
による高齢者虐待は長寿障がい福祉課が対応） 
・「高齢者福祉ハンドブック」「障がい者福祉ハンドブック」を相談対
応に活用。関係機関へ配布し情報提供、サービス提供の調整に活用 
・健康状態未把握者（健診・医療・介護情報なし）に対する健康実態調
査の実施（木次町、三刀屋町で実施） 
 

 

所管課 
 
保健医療介護連携室 
 
 
建築住宅課 
 
 
 
 
 
地域振興課 
 
 
健康福祉総務課 
 
長寿障がい福祉課 
 
 
保健医療介護連携室 
 
 
長寿障がい福祉課 
 
保健医療介護連携室 
 
 
 
健康福祉総務課 
長寿障がい福祉課 
 
 
 
 
保健医療介護連携室 
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施策 39 障がいのある人の自立した生活に対する支援や相談支援の充実 

●ユニバーサルデザインの視点に立った「まちづくり」の推進 
・交流センターの活用促進に繋がるよう施設整備計画を改定し、トイレ
の洋式化率を指標に追加。【23 再掲】 
・島根県ひとにやさしいまちづくり条例を順守し、建築物の新築等に対
し整備基準を満たすよう指導（民間建築物実績：0 件）【23 再掲】 
・市営住宅の環境整備（福祉対応型改善） 

阿用・平岩団地 住戸トイレ・浴室への手すり設置【38 再掲】 
  深野団地 住戸トイレ・浴室・階段への手すり設置【38 再掲】 
・第 4 次雲南市障がい者計画、第 7 期雲南市障がい福祉計画、第 3 期雲
南市障がい児福祉計画の策定 
●養護者に対する情報提供と支援 
・障がい者団体の活動支援（身障者協会、手をつなぐ育成会、家族会） 
●相談体制の充実 
・民生委員・児童委員、主任児童委員（＊用語解説 P.52 参照）の研修等に
よる相談体制の充実 
・障がい者やその家族の相談支援を実施し、サービス利用計画を作成し
定期的なモニタリングを実施 
・障がい者の一般就労や福祉的就労につなげる支援の実施 
・相談は、本庁、総合センターのほか委託相談支援事業所（7 法人、7 事
業所）において対応（相談延べ件数：17,250 件） 
 

 
 
地域振興課 
 
建築住宅課 
 
 
 
 
長寿障がい福祉課 
 
 
長寿障がい福祉課 
 
健康福祉総務課 
長寿障がい福祉課 
 

目 標 達 成 に
向 け た 課 題
等 

・高齢者等が地域で安心して暮らせるよう、住民相互の支え合いによる
地域ぐるみの活動に対して支援を継続する必要がある。 
・高齢者への配食サービスは普通食のみであるが、減塩食、きざみ、と
ろみ等の食事の提供を検討する必要がある。 
・介護サービス事業所では人材不足が深刻化しており早急な対策が必要 
・障がい者相談支援の質の向上や障がい福祉の相談先としての基幹相談
支援センターの周知が必要 
・健康実態把握事業（＊用語解説 P.52 参照）で共有した課題について、関
係機関で連携して対応する必要あり。 
 

地域振興課 
 
長寿障がい福祉課 
 
 
 
 
保健医療介護連携室 

 
基本目標Ⅴ．様々な立場にある男女が安心して暮らせる環境の整備 
基本課題 Ⅴ－2．外国人市民が安心して暮らせる環境の整備 

令 和 ５ 年 度
の 実 施 状 況
（ 主 な 取 組
を 抜 粋 し て
掲載） 

施策 40 外国人市民の暮らしやすさに配慮した支援や相談支援の充実 

●外国人との地域社会づくりの推進 
・多文化共生推進プランの推進。 
・SNS を活用し、気象情報等に関する注意喚起をやさしい日本語で発
信。 

所管課 
 
地域振興課 
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・外国人住民向けに日本語会話サロン（日本語学習支援と施設利用体験
を含む）を実施。 
・地域自主組織職員向け研修会や市職員等向けにやさしい日本語研修会
の開催。 
●相談体制の充実 
・外国人向けの相談対応を一般社団法人ダイバーシティうんなん toiro
に委託して実施 
●外国人市民向け母子保健情報の提供、個別支援など相談及び支援体制
の充実 
・女性相談カードの配布（母子手帳交付時：英語版 100 枚） 
・市内の小中学校に在籍する特に日本語指導が必要である児童生徒に対
し支援員を配置し個に応じた支援  児童生徒数：6 名 
・就学前の特に日本語指導が必要である児童に対し、日本の小学校に円
滑に就学できるように支援  児童数：１名 
・個別に外国人住民向けの母子保健情報の提供 
・外国人住民の母子に対する訪問、面談はより丁寧な対応に心がけた。 
施策 41 多文化共生意識の高揚 

●市民との交流の場をつくり、同じ地域に暮らす外国人や外国文化の周
知と理解を関係機関とともに促進する 
・多文化共生推進プランの推進。【40 再掲】 
・SNS を活用し、気象情報等に関する注意喚起をやさしい日本語で発信
【40 再掲】 
・地域自主組織職員向け研修会や市職員等向けにやさしい日本語研修会
の開催。【40 再掲】 

 
 
 
 
 
地域振興課 
 
 
 
男女共同参画センター 
学校教育課 
 
 
 
健康推進課 
 
 
 
 
地域振興課 
 
 

目 標 達 成 に
向 け た 課 題
等 

・「女性相談カード」について、やさしい日本語での作成を検討する。 
・多文化共生受託者を中心に民間レベルでの独自事業活動も広がりつつ
あり、地域での多文化共生の普及に連携して対応する必要がある。 
・外国人住民からの相談件数が増加し、内容も複雑化していることから
相談体制の強化が必要。 
・日本語指導等支援にあたる人材不足が課題 
 

男女共同参画センター 
地域振興課 
 
 
 
学校教育課 

 
基本目標Ⅴ．様々な立場にある男女が安心して暮らせる環境の整備 
基本課題 Ⅴ－３．ひとり親家庭等に対する環境整備の推進 

令 和 ５ 年 度
の 実 施 状 況
（ 主 な 取 組
を 抜 粋 し て
掲載） 

施策 42 ひとり親家庭等に対する子育て支援や相談体制の充実 

●実態把握とそれぞれの窮状に即したきめ細やかな支援 
・様々な困難を抱える児童を対象に子ども第三の居場所「ｂ＆ｇうんな
ん」を運営し、学習支援や生活支援、体験活動等を通して、子どもたち
の学習意欲、豊かな人間性、心身の健康等様々な力を身に着け、将来の
自立に必要な「生き抜く力」を育む。 

所管課 
 
キャリア教育政策課 
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・家庭や学校などの関係機関とのきめ細やかな情報交換。 
・生活困窮者支援ネットワーク会議に参画して支援に向けて情報交換を
行っている。 
 
●各種手当、給付金などの情報提供 
・「就学援助制度」の新入生及び在学生への周知。また、経済的負担軽減
のため、前年度中に就学費用の支給を実施。令和３年度よりタブレット
端末にかかるオンライン学習通信費の支給を追加。 
 
●相談窓口の周知と相談体制の充実 
・子ども家庭支援センター「すワン」（子育ての総合相談窓口）の設置。 
必要に応じ、母子父子自立支援員が「自立支援プログラムの策定」「高等
職業訓練促進給付金事業」等、実態に応じた制度や具体的なアドバイス
の提供を行い自立に向けた支援を実施。 
 

 
商工振興課 
 
 
 
学校教育課 
 
 
 
 
子ども家庭支援課 
 
 
 

目 標 達 成 に
向 け た 課 題
等 

・関係機関及び学校との連携強化により、真に支援を必要とする子供た
ちの確実な利用につなげたい。 
・制度が複雑であり、市民の方が安心して手続等が行えるよう庁内での
連携が必要。職員の接遇での配慮やスキルアップが求められている。 
 
 
 

キャリア教育政策課 
 
子ども家庭支援課 
 

 
 
基本目標Ⅴ．様々な立場にある男女が安心して暮らせる環境の整備 
基本課題 Ⅴ－４．生活困窮など様々な困難を抱える人への対応 

令和５年度 
の 実 施 状 況
（ 主 な 取 組
を 抜 粋 し て
掲載） 

施策 43 相談体制の強化と関係機関との連携 

●生活困窮者自立相談支援（＊用語解説 P.53 参照）の相談窓口における包
括的・継続的な相談支援の実施 
・生活困窮者自立支援事業（自立相談支援、住宅確保給付金支援、家計
改善支援、就労準備支援）の継続実施。自立相談支援事業は社協へ委託
し生活困窮者に対する相談体制の充実強化を図っている。コロナ終息後
も相談は増加傾向にあり、生活保護に至る前の段階での自立支援を進め
ている。 
 
 

 

施策 44 自立に向けた指導支援の充実 

●自立に向けた支援計画の策定や生活の立て直しに向けた指導・支援の
強化 

所管課 
 
 
健康福祉総務課 
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・関係機関相互の連携を図るため生活困窮者支援ネットワークを構築
し、相談者のニーズの分析・検証を行い、任意事業として就労準備支援
を継続実施している。（社協へ委託） 
・また、生活困窮者支援ネットワークの機能は生活困窮者の早期把握・
生活困窮者支援を通じた地域づくり・自立した生活を送るためのプラン
の作成をすること 

健康福祉総務課 
 

目 標 達 成 に
向 け た 課 題
等 

・生活保護に至る前の段階での自立支援を進めるため、早期に相談につ
なげ、実態に即した自立相談の体制を整えていくよう努める。 
・生活困窮の要因分析や自立生活のための改善策考案なども併せて進め
ていくべき。 
・関係機関とのネットワークを活用し、生活困窮者が現状を脱却できる
ための支援を具体化していく必要がある。 
 

健康福祉総務課 
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基本目標Ⅵ．総合的な推進体制の整備  
基本課題 Ⅵ－1．市役所推進体制の充実 

令 和 ５ 年 度
の 実 施 状 況
（ 主 な 取 組
を 抜 粋 し て
掲載） 

施策 45 市民と協働の推進体制の確立 

●男女共同参画施策についての審議（雲南市男女共同参画推進委員
会） 
・男女共同参画推進委員会の開催（4 回）（うち「地区懇談会」1 回） 
●島根県雲南市男女共同参画サポーター、雲南市男女共同参画まちづ
くりネットワーク会議による男女共同参画の啓発と会員の増加 
・県男女共同参画サポーター会議の開催（６回） 
●国、県等との連携 
・アクティブサポーター研修、男女共同参画交流会（県主催）への参
加 
 

施策 46 庁内推進体制の強化 

●雲南市男女共同参画推進本部会議、連絡会の開催、庁内での推進体
制の強化 
・男女共同参画推進本部会議の開催（2 回） 

男女共同参画推進本部連絡会の開催（３回） 
 
施策 47 計画の進行管理・評価・分析・見直し 

●年次報告書の作成、公表 
・年次報告（令和４年度実施事業）の作成、公表 
●審議機関等から提言を担当課に伝え、適切な助言と指導を行い、担
当課との協議、検討の場を設置 
・男女共同参画推進員と男女共同参画推進本部連絡会委員との意見交
換会の実施 
 
施策 48 男女共同参画に関する意識啓発 

●男女共同参画に関する研修の実施。庁外で実施されるセミナー等の
情報提供 
・市職員を対象とした「人権・同和問題研修」の実施。 
・各種セミナー等の案内、啓発パンフレットの配布。 
●男女が働きやすい職場づくりの推進に向けたハラスメント防止の
取組、ワーク・ライフ・バランスの確保 
・市職員を対象とした「ハラスメント防止研修」の実施。 
 
施策 49 男女共同参画の視点に立った市の制度・施策の見直し 

●制度等課題に対応する施策・事業の研究・実施 
・男女共同参画推進委員会と推進本部連絡会で制度や施策などについ
ての意見交換会の開催 

所管課 
 
 
男女共同参画センター 
 
 
男女共同参画センター 
 
男女共同参画センター 
 
 
 
 
 
男女共同参画センター 
 
 
 
 
男女共同参画センター 
 
 
男女共同参画センター 
 
 
 
 
 
人権センター 
男女共同参画センター 
 
 
人事課 
男女共同参画センター 
 
 
男女共同参画センター 
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施策 50 相談窓口体制の充実 

●人権センター、男女共同参画センターは、市が行う男女共同参画施
策等についての苦情、相談に対する窓口周知 
・市が行う人権施策や男女共同参画施策等に対する苦情、相談窓口の
設置と周知。 
 

 
 
 
男女共同参画センター 
 

目 標 達 成 に
向 け た 課 題
等 

・全ての職員が男女共同参画の視点をもって施策を遂行することが必
要。男女共同参画の視点の必要性等に理解を図るための方策を工夫し
ていく。 
 

男女共同参画センター 
 

 
 
基本目標Ⅵ．総合的な推進体制の整備 
基本課題 Ⅵ－2．男女共同参画推進モデルとしての市役所における環境の整備 

令 和 ５ 年 度
の 実 施 状 況
（ 主 な 取 組
を 抜 粋 し て
掲載） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施策 51 女性職員の管理職育成と積極的登用 

●女性管理職の積極的な登用 
・雲南市役所 令和５年 4 月1 日現在の状況 

職員数 472 人内女性職員数 187 人（39.6％↑） 
管理職 119 人内女性職員数 30 人（25.2％↑） 
管理職内訳 事務部門 107 人中女性 18 人 

保育所・幼稚園 12 人中女性 12 人 
・雲南市立病院 

女性管理職の登用 46.9％ 
 

施策 52 各休業制度取得促進 

●男性職員の子育てや介護への参画に関する意識啓発 
・ワーク・ライフ・バランス（日本看護協会推奨）の取組 
●休暇・休業制度を取得しやすい職場環境整備 
・令和 5 年度 男性の育児休業開始者 1 人（取得対象男性職員 5 人） 
 （取得率 20％） 
・子の看護休暇 取得者 142 人↑（内男性 81 人↑） 

平均取得日数 4.4 日（内男性 3.9 日） 
（男性が多い職場（農林・建設）での取得が増加） 

・妻の出産休暇 取得者 7 人 
平均取得日数 2.4 日 

・男性の育児参加休暇 取得者数 2 人 
取得日数 4.5 日 

・令和 5 年度中（4 月〜3 月）に子どもが産まれた職員 
職員数 12 人（内男性職員の家族 5 人） 
育児休業取得者数 8 人（内男性 1 人） 

所管課 
 
人事課 
 
 
 
 
市立病院 
 
 
 
 
市立病院 
 
人事課 
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※介護休業の実績はなし 
・職員の負担軽減や男性への育児休業取得推進をめざし、ワーク・ライ
フ・バランスに取り組んだ結果、男女とも高い育児休業取得率を維持。 

育児休業取得者（男性）5 人 
子の看護休暇取得者（男性）34 人 

 

施策 53 ハラスメント防止と相談体制の充実 

●職員研修の実施 
・ハラスメント防止研修会の開催 

管理職 96 人参加 
一般職 133 人参加 
動画視聴（上記以外職員、会年職員 227 人受講） 

 
●相談窓口の周知と相談体制の充実 
・相談窓口（庁内・庁外）の周知（年 2 回） 
・令和 5 年度ハラスメント処理委員会での処理件数 0 件 
 
●アンケート調査実施 
・ハラスメントアンケート回答率 45.0％ 
・職場訪問による実態調査 3 班で 34 か所 
・ハラスメント処理委員会を 3 回開催 
 
●情報提供と予防啓発の実施 
・ハラスメントアンケート結果を周知し、意識啓発に努めた。 
・課毎にハラスメント防止に向けた話し合いを実施し、内容について情
報提供した。話し合いをした職場の実施率 65.9％（54／82 職場） 
 

 
市立病院 
 
 
 
 
 
 
男女共同参画センター 
人事課 
 
 
 
 
人事課 
 
 
 
人事課 
 
 
 
 
人事課 
 
 

目 標 達 成 に
向 け た 課 題
等 
 
 
 
 

・女性の多面的な配置や登用促進を行う一方で、管理職登用前後の早期
退職や退職希望の職員がいる現状を踏まえ状況把握と支援が欠かせな
い。引き続き人事評価制度を活用し、組織としての目標の達成や職員
個々の能力発揮を主な目的として、上司との面談を活用し、職員が管理
的立場で働きたい、あるいは働き続けたいという意欲を見いだす。 
・育児休業など各種休業、休暇制度が男女ともに取得しやすい職場環境
づくりの推進が引き続き重要。 
・ハラスメントに関しての相談体制の充実、職場内環境整備等を図るも
のの、個への支援ができにくいのが課題。 
・固定的性別役割分担意識にとらわれない人員の配置をめざし、男性管
理職が多い部署においても積極的に女性を登用する環境を整える必要
がある。 
 

人事課 
 
 
 
 
 
 
 
 
市立病院 
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基本目標Ⅵ．総合的な推進体制の整備 
基本課題 Ⅵ－３．男女共同参画推進拠点の機能と体制の強化 

令 和 ４ 年 度
の 実 施 状 況
（ 主 な 取 組
を 抜 粋 し て
掲載） 

施策 54 男女共同参画センターの周知と活用 

●市民への積極的な広報活動の推進 
・各種研修の際等に、男女共同参画センターについての紹介や情報提供
を行い、周知に努めた。 
・市報うんなん特集記事掲載 4 回 

ケーブルテレビ番組制作・取材 3 回 
 

施策 55 男女共同参画に関する調査研究・情報提供の充実 

●市民意識調査の実施 
・男女共同参画に関する市民意識調査 令和 5 年度実施 
 
施策 56 男女共同参画関係団体の活動拠点の設置、活用 

●活動等の支援 
・県男女共同参画サポーター等の活動拠点として必要に応じ施設を提供
し、円滑な活動が可能となるよう支援した。 
 

所管課 
 
男女共同参画センター 
 
 
 
 
 
 
男女共同参画センター 
 
 
 
男女共同参画センター 
 

目 標 達 成 に
向 け た 課 題
等 

・男女共同参画センターの認知度 51.2%（令和５年度市民意識調査） 
引き続き機会をとらえて周知する必要がある。 
 
 
 

男女共同参画センター 
 
 

 



第３章 数値目標の進捗状況 

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

年度末 年度末 年度末 年度末 年度末 年度末 年度末

(1)男女共同参画に関する講
演会の参加者数

950人 703人 819人 759人 455人 1,835人 1,860人 1,000人 男女共同参画C

(2)啓発パネル展の実施回数 ８か所 9か所 7か所 1か所 ５か所 7か所 13か所 15か所 総合センター

(2)(3) 性別による役割分担に
否定的な人の割合

― 79.4% ― ― ― ― 82.5% 75.0% 男女共同参画C

(2)(3) 社会全体における男女
の平等感

― 17.9% ― ― ― ― 13.8% 50.0% 男女共同参画C

(2)(3)男女が平等に扱われて
いると感じる割合

81.3% 71.6% 77.1% 73.2% 69.1% 71.8% 75.0% 68.0%

（上段：男性、下段：女性） 72.6% 71.4% 72.1% 68.8% 69.0% 65.0% 65.8% 54.0%

(16) 市の審議会等への女性
の参画率(法律・条例)

24.2% 25.3% 24.7% 24.4% 27.0% 28.4% 28.7% 40.0% 各課

7 9 8 5 6 6 6

(48) (52) (51) (49) (50) (47) (50)

地域振興課

男女共同参画C

(20) 延長保育 9か所 10か所 10か所 10か所 11か所 11か所 11か所 11か所 子ども政策課

(20) 一時保育（保育所型） ８か所 ９か所 10か所 10か所 11か所 11か所 13か所 13か所 子ども政策課

(20) 休日保育 １か所 １か所 １か所 1か所 ２か所 ２か所 ２か所 2か所 子ども政策課

３か所 3か所 3か所 ４か所 ４か所 ４か所 ３か所

(うち1か所
は病児保育
室)

(うち1か所
は病児保育
室)

(うち1か所
は病児保育
室)

（うち１か
所は病児保

育室）

（うち1か
所は病児保

育室）

（うち1か
所は病児保

育室）

(うち1か
所は病児
保育室)

(20)子育て支援センター数 ５か所 ５か所 ５か所 ５か所 ５か所 ５か所 ５か所 5か所 子ども政策課

(20) 放課後児童クラブ数 10か所 11か所 11か所 11か所 11か所 11か所 11か所 11か所 子ども政策課

地域振興課

男女共同参画C

(33) 女性農業委員数 ４人 4人 4人 2人 2人 2人 2人 ４人 農業委員会

(33) 女性農業士数 １人 1人 1人 1人 1人 1人 1人 ４人 農政課

(34) 農林水産業関係の女性
生産活動グループ数

10団体 10団体 10団体 5団体 12団体 11団体 10団体 6団体 農政課

人事課

男女共同参画C

（１回以上／年間） 人権センター

(51) 女性の管理職への登用
率

18.3% 21.4% 20.8% 20.2% 24.3% 24.6% 25.2% 25.0% 人事課

(52)市役所男性職員の育児休
業取得者数

１人 0人 １人 0人 3人 1人 1人 ２人以上 人事課

所管課

(R4)

基
本
目
標

基
本
課
題

項　　　　　目

目標数値

Ⅰ 1

政策推進課

Ⅲ 1

(16)女性の参画がゼロの審議
会等の数（審議会等合計）

0 各課

Ⅳ

1
(20)「生活自立支援のための
講座」などを開催している地域
自主組織

2 (20) 病児・病後児保育

23か所 24か所 15か所15か所 29か所 30か所 20か所

３か所 子ども政策課

21か所3
(23)男女共同参画の視点に
立った学習会等を開催してい
る 地 域 自 主 組 織

19か所 15か所 27か所17か所 13か所

1

(48) 人権・男女共同参画の視
点に立った市職員等研修の参
加 率 100% 100%

2

25か所

18か所

100%100% 100% 100% ― 100%

15か所

5

Ⅵ

36
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雲南市男女共同参画都市宣言 

 

 

一人ひとりの大切な生命
い の ち

、人権の尊
とうと

さ、そして世界の平和。 

私たち雲南市民は，この普遍的な価値を希求し、次の世代が夢ある未来を創造できる

よう努力をしていかなければならない。 

 今こそ、この精神をもとに、すべての男女の人権を尊重し、それぞれの個性と能力を活

かし、あらゆる活動に対等に参画できる社会を私たちの雲南市でつくりたい。  

 この強い決意を胸に、ここに、「男女共同参画都市 気づいて築く 雲南市」を宣言する。 
 

１条 「男だから」「女だから」にとらわれず、「自分らしさ」を大切にし、男女共同参画について学び合い 

ましょう。 

２条  「やってもらってあたりまえ」、家事・育児・介護を誰かにまかせっきりではなく、家族での話し合い 

を大切にし、私たちにできることから実行しましょう。 

３条 家事・育児・介護など家庭と仕事が両立できる「ワーク・ライフ・バランス※１」に取り組みましょう／ 

推進しましょう。 

４条 性別にとらわれず、個性と能力が活かせる職場（働く場）にしましょう。 

５条 社会を支えているのは、私たち、みんなです。男女の区別なく、地域活動に参画しましょう。 

６条 自治会などにおいて、世帯単位ではなく、全ての人の思いを反映した「一人一票制」を取り入れま 

しょう。 

７条 性別による固定的な役割分担や慣習・しきたりを改めましょう。 

８条 セクシュアル・ハラスメント※２やドメスティック・バイオレンス(ＤＶ)※３などの人権侵害はしません／ 

許しません。 

９条 女性も男性もエンパワーメント※４を高める努力をしましょう。市民は、そのチャレンジを応援しまし 

ょう。 

１０条 心配ごとは、自分ひとりで悩まずに身近な人や関係機関などに相談しましょう。 

 

平成２５年９月３０日 

 

※１ 「ワーク・ライフ・バランス」：仕事と生活の調和。だれもが、仕事、家庭生活、地域活動、個人の自己啓発などの様々な活

動を自分が希望するバランスで実現できる状態のこと。 

※２ 「セクシュアル・ハラスメント」：相手の意に反した性的な言葉や身体への不必要な接触などにより、特に雇用の場におい

ては、労働条件について、不利益を受けたり、働きにくくしたりして、女性及び男性労働者の就業環境を害すること。 

※３ 「ドメスティック・バイオレンス」：配偶者やパートナーなど密接な関係にある者からふるわれる身体的、精神的、性的力。 

※４ 「エンパワーメント（力をつけること）」：誰もが本来もっている個性や能力を、学習によって引き出し、政治的、経済的、社 

会的、文化的に力を持った存在になること。 



項目 対象 講師等
開催年月日
開催場所

人数
（人）

女
性

男
女
共
同
参
画

1
女性のスキルアップセミナー導入編
しまね働く女性きらめき応援塾2023
ステップアップ編

島根大学地域未来協創本部
人材育成・キャリアデザイン部門
長
准教授
丸山　実子さん

Ｒ5.7.11(火)13:00～16:00
チェリヴァホール大会議
室

14

教
職
員

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止

2

＊出前講座
三刀屋高校掛合分校　教職員研修
「誰もが働きやすい職場づくりをめざして
～あなたの力を発揮するために～」

男女共同参画センター
所長　熱田　賢二
（しまね女性センター　講義　動
画使用）

R6.1.15（月）
16:10～17:00
掛合分校会議室

20

R5.10.  4(水)10:00～11:30
　　　　　　　　13:30～15:00
　　10.23（月）10:00～11:30
　　　　　　　　13:30～15:00
　　10.25（水）10:00～11:30
　　　　　　　　13:30～15:00
市役所　全員協議会室

411

上記未受講の職員対象
R5.11.13～R6.1.31動画視
聴

210

D
V
防
止

4

女性に対する暴力等対策関係部局（庁内）担当者
連絡会
「ＤＶ被害者への支援　『分からない』を抱え続けるこ
と」

島根大学人間科学部人間科学
科　准教授　高見友理さん

R5.4.13（木）13:30～15:30
市役所　301会議室

25

5
市職員ハラスメント防止研修会（対象：管理職）
「ハラスメントのない職場づくりのために」

公益財団法人　しまね女性セン
ター
事業課長　小川洋子さん

R5.7.27（木）
①10:00～11：30
②13:30～15:00
市役所　全員協議会室

96

R5.10.31（火）
①10：00～11：30
②13:30～15:00
市役所　全員協議会室

133

上記以外の職員対象
R5.11.13～12.15動画視聴

227

男
女
共
同
参
画

7
地域自主組織地域づくり研修
「誰もが暮らしやすいこれからの地域づくり」

ダイバーシティ研究所
田村　太郎さん

R5.12.6（水）14：00～16：
00
市役所　２０５会議室

30

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止

8
雲南市地域自主組織ハラスメント防止研修会
「職場でのコミュニケーションからハラスメントを考え
る」

はっぴぃ きゃりあ
越野　由美子さん

R5.2.6（火）
14:00～16:00
市役所　全員協議会室
（会場参加20名＋オンライ
ン17組織参加）

37

地
域

令和５年度　雲南市男女共同参画センター講座一覧　　　　

内容

市職員ハラスメント防止研修会（対象：管理職以外の
職員）
「誰もが働きやすい職場づくりをめざして
～あなたの力を発揮するために～」

公益財団法人　しまね女性セン
ター
主任専門員　漆谷佑美子さん

職
場

人
権
・
男
女
共
同
参
画

雲南市職員等人権・同和問題研修会
「子どもの命・人権を守る
～Ａさんとの出会いから学んだこと～」

雲南市教育委員会派遣指導主
事
佐藤　文宣さん

6

3

市
職
員

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止

地
域
自
主
組
織
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項目 対象 講師等
開催年月日
開催場所

人数
（人）

内容

9
松笠振興協議会女性部研修会
「男女共同参画の視点に立った避難所運営～トイレ
編～」

公益財団法人
しまね女性センター
事業課　漆谷 佑美子さん
市防災部防災安全課

R5.12.16（土）14:00～16:00
松笠交流センター

23

10
加茂まちづくり協議会
防災×男女共同参画研修会

R6.2.14（水）19:00～20:30
加茂交流センター

32

11
鍋山地区加食田交流館
防災×男女共同参画研修会

R6.2.18（日）10:00～11:35
鍋山交流センター

18

12
田井地区振興協議会
防災研修会

R6.2.23（金・祝）9:00～
11:00
田井交流センター

28

13

＊出前講座
民谷地区振興協議会　人権学習会
「地域における男女共同参画
～防災・減災・復興の視点から～」

公益財団法人
しまね女性センター　講義
（動画の視聴）

R5.10.27（金）19：00～20：
05
民谷交流センター

13

14
雲南市の女性の集い役員研修会
ハラスメント防止ワークショップ
「どうする！？まりこさん　ハラスメントを防ぐには？」

島根県男女共同参画サポーター
（雲南市在住）

R5.8.28（月）
13:30～14:30
下熊谷交流センター

6

15
男女共同参画セミナー
ハラスメント防止ワークショップ
「どうする！？まりこさん　ハラスメントを防ぐには？」

島根県男女共同参画サポーター
（雲南市在住）

R5.10.24（火）
14:00～15:40
三刀屋交流センター

20

16
両親(父親)セミナー
～楽しみながら子育てをするために～

島根県助産師会
バースデープロジェクトメンバー

Ｒ5.9.16(土)10:00～12:00
斐伊交流センター
プレイルームほか

16

17
おとう飯　始めよう　キャンペーン
（幡屋、三新塔、新市、下熊谷、斐伊、三刀屋、一
宮、中野、吉田、掛合、入間）

各交流センター 129

D
V
防
止

18
DV防止セミナー
「イラッとした時の処方箋」

オフィスびーぷらす代表
　人材育成ファシリテーター
岩成洋子さん

R5.12.9（土）10:00～12:00
玉造温泉　旅館　紺屋

22

小
学
生

男
女
共
同
参
画

19 男女共同参画大型かるたとり大会
Ｒ5.4.6(木)14:00～15:00
三刀屋児童クラブ

29

公益財団法人
しまね女性センター　講義
（動画の視聴）
市市防災部防災安全課

地
域

一
般
市
民

男
女
共
同
参
画
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項目 対象 講師等
開催年月日
開催場所

人数
（人）

内容

20
R5.7.11(火)2・3・4校時
雲南市立大東中学校

94

21
R5.12.15(金)5・6校時
雲南市立海潮中学校

4

22
R6.2.21(水)1～4校時
雲南市立加茂中学校

52

23
R5.11.9(木）1～4校時
雲南市立三刀屋中学校

53

24
R5.12.8(金)3・4校時
雲南市立吉田中学校

10

25
R5.12.7(木)2校時
雲南市立掛合中学校

25

高
校

26
R5.11.24（金）5・6校時
三刀屋高等学校掛合分
校

69

そ
の
他

推
進
委
員

男
女
共
同
参
画

27
「私のまちの男女共同参画のために
～国の第５次基本計画を踏まえて～」

しまね女性センター
　事業課長　小川洋子さん

R5.4.27(木)　15：20～16：
15
下熊谷交流センター多目
的ホール

14

講座参加者総数 1,860

元養護教諭・デートDV予防
教育コーディネーター
宍倉翠さん

学
校

デ
ー
ト
D
V
予
防

デートＤＶ防止出前講座
「ステキな恋愛の法則を学ぼう」

中
学
生

（
３
年
生

）
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雲南市審議会等（法令・条例）への女性委員の参画状況
令和6年3月31日現在

現員数 女性の委員数 割合（%）
R5.3月
末割合

1 教育委員会※委員により任期が異なる 6 2 33.3 33.3

2 雲南市選挙管理委員会 4 2 50 50

3 公平委員会 3 1 33.3 33.3

4 監査委員※委員により任期が異なる 2 0 0 0

5 農業委員会（農業委員） 19 2 10.5 10.5

農業委員会（農地利用最適化推進委員） 37 2 5.4 2.7

6 雲南市総合計画策定委員会 20 9 45 25

7 雲南市スペシャルチャレンジ共創会議 14 8 57.1 53.3

8 雲南市固定資産評価審査委員会 3 0 0 0

9 雲南市情報公開審査会 5 2 40 40

10 雲南市個人情報保護審査会 5 2 40 40

11 行政相談委員（※市の委員ではありません） 6 0 0 0

12 雲南市行財政改革審議会 14 3 21.4 26.7

審議会名

地域の学校教育、社会教育、文化、スポーツ等教育行政における重要事項や基本方針を決定する。

選挙に関する事務及びこれに関する事務を管理。選挙人名簿の登録、選挙の管理執行や選挙啓発を行う。

職員の勤務条件に関する措置の要求及び職員に対する不利益処分を審査し、必要な措置を講ずる。

自治体の財務に関する事務について、法令に違反していないか、効率的に行われているかを監査し、その結果を住民に広く知ら
せる。

市長が議会の同意を得て任命し、農地の権利移動の許可・不許可の決定等を行う。

農業委員会から委嘱され、担当地域における農地等の利用の最適化を担当する。

雲南市総合計画の着実な推進に向け、効果的かつ効率的で質の高い市政を推進するため設置。

チャレンジ精神にあふれる中学生、高校生、大学生及び若者の学びと成長を後押しし、雲南市の持続可能性を高める人材の育成
及び確保を図ることを目的として実施する雲南市スペシャルチャレンジ事業を推進するため設置。

固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定する。

開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があった場合、諮問に応じて審議を行う。

個人情報保護制度に関する重要事項について、実施機関の諮問に応じて答申し、建議する。

総務大臣から委嘱。行政に関する苦情、行政の仕組みや手続きに関する問い合わせなどの相談を受け付け、その解決のための助
言や関係行政機関に対する通知を行う。

雲南市の行財政改革の推進を図り、効果的かつ効率的で質の高い市政を推進するため設置。
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現員数 女性の委員数 割合（%）
R5.3月
末割合

審議会名

13 雲南市人権センター運営審議会 15 7 46.7 26.7

14 人権擁護委員   ※委員により任期が異なる 14 5 35.7 28.6

15 保護司       ※委員により任期が異なる 33 10 30.3 30.3

16 雲南市男女共同参画推進委員会 15 9 60 73.3

17 雲南市防災会議 34 4 11.8 20.6

18 雲南市交通指導員 28 3 10.7 7.1

19 雲南市原子力発電所環境安全対策協議会 32 5 15.6 6.3

20 雲南市環境審議会 12 2 16.7 16.7

21 雲南市国民健康保険運営協議会 20 5 25 25

22 民生委員・児童委員 143 56 39.2 39.9

23 健康福祉部所管指定管理候補者選定委員会 6 0 0 0

24 民生委員推薦会 7 2 28.6 28.6

25 雲南市養護老人ホーム入所判定委員会 5 3 60 40

中国電力株式会社島根原子力発電所の周辺環境への影響及び安全対策等を把握し、市民の安全及び健康の確保等、市民の意見を
原子力安全対策に反映する。

市長の諮問に応じ、自然環境及び生活環境の保全を図り、市民が健全なる心身を保持するための施策又は基本的事項について調
査審議する。

国民健康保険事業の運営に関する事項のうち、保険納付、保険料の徴収など、市が処理する事務に係る受容事項について審議す
る。

厚生労働大臣から委嘱。民生委員は、それぞれの地域において、住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行う。児童委員
は、地域の子どもたちが元気に安心して暮らせるように、子どもたちを見守り、子育ての不安や妊娠中の心配ごとなどの相談・
支援等を行う。

災害対策基本法に基づき、雲南市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進するなどの事務をつかさどる。

雲南市における道路交通の安全を確保するため、交通の安全指導を行い、交通秩序の保持及び交通事故の防止に努める。

健康福祉部において地方自治法に規定する指定管理者の選定及び評価を公正かつ適正に行うため設置。

民生委員・児童委員の推薦を行う。

老人福祉法の規定による養護老人ホームへの入所措置を適正に実施するため設置。

男女共同参画の推進に関する基本的かつ総合的な施策及び重要事項を調査審議する。

人権センターの事業計画及び運営に関して必要な事項の審議を行う。

法務大臣から委嘱。人権相談を受けたり人権の考えを広めたりする活動を行う。

法務大臣から委嘱。犯罪や非行をした人の立ち直りを助けるとともに、地域の犯罪・非行の予防をはかる活動を行う。

43



現員数 女性の委員数 割合（%）
R5.3月
末割合

審議会名

26 雲南市健康づくり推進協議会 19 6 31.6 31.6

27 雲南市予防接種健康被害調査委員会 5 0 0 0

28 身体教育医学研究所うんなん運営委員会 20 4 20 21.1

29 雲南市農業労働災害共済事業運営審査委員会 10 2 20 20

30 雲南市企業立地審査会 8 2 25 25

31 雲南市地域経済振興会議 12 3 25 25

32 雲南市勤労青少年ホーム運営審議会 8 2 25 25

33 雲南市営住宅入居者選考委員会 6 3 50 50

34 雲南市都市計画審議会 15 1 6.7 6.7

35 雲南市学校給食調理業務等委託評価委員会 9 2 22.2 22.2

36 雲南市図書館協議会 13 9 69.2 78.6

37 社会教育委員 12 6 50 45.5

38 雲南市スポーツ推進委員 43 11 25.6 20.9

39 雲南市指定管理候補者選定委員会（教育委員会） 6 1 16.7 16.7

雲南市営住宅の入居者の選考の適正を期するため、設置。

都市計画法によりその権限に属せられた事項及び市長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議する。

雲南市学校給食調理業務等の民間委託について、事業の評価を行うため設置。

雲南市が行った予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため設置。

市民の方々や専門的な知識を有する方々の幅広い意見を図書館運営に反映し、図書館サービスを向上させることを目的に設置。

社会教育に関する計画の立案や調査研究を行うなどによって、社会教育に関して教育委員会に助言をする。

市におけるスポーツの推進を図るため、実技及び指導・組織の育成などを行う。

教育委員会において地方自治法に規定する指定管理者の選定及び評価を公正かつ適正に行うため設置。

研究所運営の適正化を図る。

制度の運営及び共済給付に関する審査等、重要事項を処理する。

助成金等の認定について適正の確保を図る。

雲南市中小企業振興基本条例の理念の実現及び基本的施策の実施について調査、審議するため設置。

市長の諮問に応じ、ホームの運営に関する事項を調査審議し、意見を答申する。

市民との協働による総合的な健康づくりを推進し、市民各人が生涯を通じて生きがいをもって生活できる健康福祉の実現を図る
ため設置。
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現員数 女性の委員数 割合（%）
R5.3月
末割合

審議会名

40 幡屋財産区管理会 7 0 0 0

41 建設部指定管理候補者選定委員会 6 1 16.7 16.7

42 雲南市空き家対策協議会 11 4 36.4 30

43 雲南市行政不服審査会 5 2 40 40

44 雲南市いじめ問題対策連絡協議会 17 8 47.1 52.9

45 雲南市障がい者計画及び障がい福祉計画策定委員会 6 1 16.7 ー

46 木次中学校整備検討委員会 15 3 20 ー

47 雲南市文化財保護審議会 10 1 10 ー

48 雲南市重要有形民俗文化財菅谷たたら山内保存整備審議会 7 2 28.6 ー

49 雲南市立保育所保育業務委託事業者選考委員会 8 4 50 ー

50 雲南市立病院経営強化プラン評価委員会 10 5 50 ー

790 227 28.7 28.4

雲南市立病院経営強化プランについて、点検・評価を行うため設置。

法律に規定する市町村障害者計画及び障害者福祉計画を策定又は変更するため設置。

雲南市立木次中学校の改築事業に関する基本構想・基本計画の策定にあたり、当該校区地域の住民その他の関係者の意見を聴く
ため設置。

教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、教育委員会へ建議する。

重要有形民俗文化財菅谷たたら山内の保存整備及び活用を図るため設置。

雲南市立保育所保育業務を委託する事業者の選考を厳正かつ公平に行うため設置。

条例に規定する計画の作成及び変更並びに実施、特定空き家等の判断及び措置の方針、その他空き家対策の推進に関することを
協議するため設置。

幡屋財産区の財産区管理会の設置、組織及び運営に関する事項を定める。

市内小中学校に在籍する児童及び生徒のいじめ防止等の取組について協議するため設置。

審査請求についての決裁の客観性・公平性を確保するために設置。

建設部において地方自治法に規定する指定管理者の選定及び評価を公正かつ適正に行うため設置。
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用 語 解 説 

用 語 解 説 

ジェンダー（P.7） 

ジェンダーギャップ指数（P.3） 

ジェンダーとは、「社会的・文化的に形成された性別」のこと。人
間には生まれついての生物学的性別（セックス/sex）があります。
一方、社会通念や慣習の中には、社会によって作り上げられた「男
性像」、「女性像」があり、このような男性、女性の別を「社会的・
文化的に形成された性別」（ジェンダー/gender）という。「社会的・
文化的に形成された性別」はそれ自体に良い、悪いの価値を含むも
のではなく、国際的にも使われています。（内閣府第 5 次男女共同
参画基本計画より） 
ジェンダーギャップ指数とは、世界経済フォーラムが、男女の格差
を数値化したもので、各国の数値を毎年公表している。経済、教
育、健康、政治の分野ごとに男性に対する女性の割合（女性の数値
／男性の数値）を示し、０が完全不平等、1 が完全平等となり 1 に
近いほど順位が高いとされている。 

ＤＶ（ドメスティック・バイオレン

ス）（P.4） 

 

 

 

日本語に直訳すると「家庭内の暴力」となり、一般的には「配偶者
または同居などで事実婚関係にある男女、または元配偶者など親
密な関係にあった男女からふるわれる暴力」とされています。具体
的には殴る、蹴る、刃物をつきつけるなどの「身体的暴力」、大声
で怒鳴る、無視するなどの「精神的暴力」、手紙やメールをチェッ
クする、友人とのつきあいを監視するなどの「社会的暴力」、生活
費を渡さないなどの「経済的暴力」、性行為の強要や避妊しないな
どの「性的暴力」があります。ＤＶは犯罪となる行為をも含む重大
な人権侵害であるとともに、個人の尊厳を害するものであり決し
て許されません。平成１３年には「配偶者からの暴力の防止及び被
害者の保護に関する法律」が制定され、被害者は一時保護や保護命
令の申請などが可能になりました。 

「おとう飯 始めよう」キャンペー

ン（P.5） 

内閣府では、男性の家事・育児等への参画について国民全体の機運
醸成を図る目的で、平成２９年度より「おとう飯 はじめよう」キ
ャンペーンを実施しており、各地方公共団体に対して本キャンペ
ーン推進の協力依頼がありました。 
「おとう飯」とは、お父さん・男性が作るごはんのことで、これま
で料理をしていない人に対して、「おとう飯」を作ることをきっか
けに、家事・育児などへの参画を促すものです。 
雲南市でも、「おとう飯」をきっかけに家庭での男女共同参画の促
進をめざし、地域自主組織等で開催されている既存の料理教室等
を「おとう飯 はじめよう」キャンペーン事業と位置づけ展開する
計画です。 



48 
 

用 語 解 説 

多文化共生推進プラン（P. 6） 

 

「雲南市多文化共生推進プラン」とは、雲南市における多文化共生
推進の意義や基本的な考え方を明確化したもの。プランに基づき
誰もが平和で心豊かに暮らせるまちづくりを進め、外国人住民等
もまちづくりに主体的に関わることができることを基本に、それ
ぞれの文化や背景を尊重しながら安心して生活でき、さらに活躍
できるまちを目指す計画です（令和 2 年 3 月策定）。 

固定的性別役割分担意識（P. 7） 男女を問わず個人の能力等によって役割の分担を決めることが適
当であるにも関わらず「男は仕事・女は家庭」、「男性は主要な業
務・女性は補助的業務」等のように、男性、女性という性別を理由
として、役割を固定的に分ける考えのことをいいます。（内閣府第
5 次男女共同参画基本計画より） 

エンパワメント（能力育成・開発） 

（P. 7） 

自ら主体的に行動することによって状況を変える力をつけること
をいいます。（内閣府第 5 次男女共同参画基本計画より） 

リプロダクティブ・ヘルス／ライツ 

（性と生殖に関する健康と権利） 

（P. 8） 

リプロダクティブ・ヘルス（性と生殖に関する健康）とは、平成６
年（１９９４年）の国際人口開発会議の「行動計画」及び平成７年
（１９９５年）の第４回世界女性会議の「北京宣言及び行動綱領」
において、「人間の生殖システム、その機能と（活動）過程の全て
の側面において、単に疾病、障がいがないというばかりでなく、身
体的、精神的、社会的に完全に良好な状態にあることを指す」とさ
れています。 
また、リプロダクティブ・ライツ（性と生殖に関する権利）は、「全
てのカップルと個人が自分たちの子どもの数、出産間隔、並びに出
産する時について責任をもって自由に決定でき、そのための情報
と手段を得ることができるという基本的権利、並びに最高水準の
性に関する健康及びリプロダクティブ・ヘルスを得る権利」とされ
ています。 
 なお、妊娠中絶については、「望まない妊娠の防止は常に最優先
課題とし、妊娠中絶の必要性をなくすためにあらゆる努力がされ
なければならない。」とされています。（内閣府第 5 次男女共同参
画基本計画より） 

またリプロダクティブ・ヘルスは、生殖年齢にある男女のみなら
ず、思春期以後、生涯にわたる性と生殖に関する健康を意味し、子
どもを持たないライフスタイルを選択する人々を含めた、すべて
の個人に保障されるべき健康概念です。具体的には、思春期保健、
生殖年齢にあるカップルを対象とする家族計画と母子保健、人工
妊娠中絶、妊産婦の健康、HIV／エイズを含む性感染症、不妊、ジ
ェンダーに基づく暴力等を含みます。 
（日本国際保健医療学会／国際保健用語集より） 

認定こども園（P. 8） 幼稚園と保育所の良い面を活かし、両方の役割を担う施設であり、
保護者の就労形態に関わらず子どもたちの保育と教育の場として
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利用できます。 
・幼保連携型こども園：認可幼稚園と認可保育所とが連携して、一 

体的な運営を行うことにより、認定こども園としての機能を果 
たすタイプ 

・幼稚園型こども園：認可幼稚園が、保育に欠ける子どものための 
保育時間を確保するなど、保育所的な機能を備えて認定こども 
園の機能を果たすタイプ 

・保育所型こども園：認可保育所が、保育に欠ける子ども以外の子 
どもも受け入れるなど、幼稚園的な機能を備えることで認定こ 
ども園の機能を果たすタイプ（島根県公式ホームページより） 

バースデープロジェクト（P. 8） 

 

 

 

 

 

島根県助産師会の助産師を講師に招き、ごく自然に伝える性（生）
の出前講座のことです。内容は、歌、踊り、語り、紙芝居、劇を通
して、子どもたち（または親子）に「命の大切さ」を伝える楽しい
講座で、幼児期から命や性（生）について考える機会を作るものと
なっています。これは必ず実施するカリキュラムのようなもので
はなく、各施設でその年度の児童や保護者の状況に応じて実施す
るものです。 

ＬＧＢＴＱ（P. 9） レズビアン（女性同性愛者）、ゲイ（男性同性愛者）、バイセクシュ
アル（両性愛者）、トランスジェンダー（生まれた時の性別と自認
する性別が一致しない人）、クエスチョニング（自分自身のセクシ
ュアリティを決められない、分からない、または決めない人）な
ど、性的マイノリティの方を表す総称のひとつです。 

母性保護（P. 9） 妊娠、出産に関する女性への保護のことです。 
ライフステージ（P. 9） 人間の一生を段階によって区分すること。通常は幼年期、少年期、

青年期、壮年期、老年期に分けています。 
ゲートキーパー（P. 10） 

つなぐゲートキーパー養成講座 

気づくゲートキーパー養成講座 

 

 

 

 

 

 

ゲートキーパー = 門番 
自死の可能性の高い人の早期発見、早期対応を図るため自死や自
死関連事象に関する正しい知識を普及したり、自死の危険を示す
サインに気づき、声をかけ、話を聞き、必要に応じて専門家につな
ぎ、見守る役割を担う人のことです。 
ゲートキーパーとなる方を地域で増やすため養成講座を開催して
おり、「つなぐ」は受けた相談をいかに次につなげるかという内容
で、主に民生児童委員が受講。「気づく」は心に優しいまちづくり
をするにはという資料を用い、地域の方々と開催しています。 

子育て応援ストレッチ（P. 10） 産後のお母さんの体の痛みや不調の上位を占める「肩こり」、「手首
の痛み」、「腰痛」に効果的なストレッチのことで、身体教育医学研
究所うんなんで動画やリーフレットを使って保護者へ紹介してい
ます。 

デートＤＶ（P. 11） 高校生や大学生など若い世代における「交際相手（恋人）からの暴
力」「結婚していない男女間での暴力行為」のことをいいます。（島
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根県資料より） 
内閣府が令和 2 年度に実施した「男女間における暴力に関する調
査」において、交際相手から被害を受けたことが「あった」と回答
した方は、女性 16.7％、男性 8.1％でした。同居する交際相手から
の暴力の被害を受けたことが「あった」と回答した人は、女性
39.2％、男性 36.7％と約４割にものぼります。暴力には、配偶者か
らの暴力と同様に「身体的暴力」「精神的暴力」「性的暴力」などが
含まれています。内閣府では、若年層に対して、交際相手や配偶者
からの暴力の問題について考える機会を積極的に提供すること
が、男女間における暴力の防止に有用であると考え、男女の対等な
パートナーシップや暴力を伴わない人間関係の構築に向けた啓発
の実施を目的に、予防啓発プログラムの開発などを行っています。
（内閣府男女共同参画局作成の資料より） 

ハラスメント（P. 12） 他者に対する発言・行動等が本人の意図には関係なく、相手を不快
にさせたり、尊厳を傷つけたり、不利益を与えたり、脅威を与える
ことを指します。 
セクシュアル・ハラスメント…、本人が意図する、しないにかかわ
らず、相手が不快に思い、相手が自身の尊厳を傷つけられたと感じ
るような性的発言・行動を指します。 
パワー・ハラスメント…同じ職場で働く者に対して、職務上の地位
や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を
超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行
為をいいます。 
マタニティ・ハラスメント…働く女性が妊娠・出産に関連し職場に
おいて受ける精神的・肉体的いやがらせのことを指します。 
モラルハラスメント…言葉や態度、身振りや文書などによって、働
く人間の人格や尊厳を傷つけたり、肉体的、精神的に傷を負わせ
て、その人間が職場を辞めざるを得ない状況に追い込んだり、職場
の雰囲気を悪くさせることをいいます。 
カスタマーハラスメント…顧客等からのクレーム・言動のうち、当
該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実
現するための手段・態様が社会通念上相当なものであって、当該手
段・態様により、労働者の就業環境が害されるものをいいます。 

うんなんベビー応援事業（P. 17） 赤ちゃんが誕生したすべての家庭へ「おめでとうメッセージ」と
育児用品、「産前産後訪問サポート事業」の無料券（1 回）を配
布し子育てを応援する事業（令和 5 年度から実施） 

子ども家庭支援センター「すワン」 

（P. 18） 

雲南市に開設された子育ての総合相談窓口で、様々な相談に応
じ、課題解決に向けてのお手伝いをしています。例えば特別な教
育的支援が必要な幼児児童生徒について相談支援の要請を受けた
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場合、保育・授業場面の観察や相談、心理検査などの特別支援教
育に関する教育相談を実施するなどの対応をしています。 

病児保育（P. 18） 病気の回復期に至らないが症状の急変が認められないお子さんを
保護者の勤務、出産、冠婚葬祭などにより家庭で保育が困難な場合
に、一時的にお預かりする事業です。（かかりつけ医による診断書
が必要） 

病後児保育（P. 18） 病気の回復期のお子さんを保護者の勤務、出産、冠婚葬祭などに
より家庭で保育が困難な場合に、一時的にお預かりする事業で
す。（かかりつけ医による診断書が必要） 

ワーク・ライフ・バランス 

（仕事と生活の調和）（P. 19） 

家庭責任を果たしたり、健康保持、自己研修等のため、文字通り、
仕事と生活のバランスを整えることです。要すれば、「働き方の見
直し」を行うことですが、単に労働時間を短くするということでは
なく、仕事の進め方や時間管理の効率化を進めると共に、短時間勤
務、フレックスタイム制、在宅勤務、多目的な長期休業などの多様
な時間制度を選択できる柔軟な就業環境を整えることを指しま
す。（内閣府男女共同参画局作成の資料より） 

島根県ひとにやさしいまちづくり

条例 （P.20） 

 

島根県が平成 10 年 6 月 30 日に公布、平成 12 年 4 月 1 日から実
施した条例。「高齢者や障がい者の方々が生活しやすいまちはすべ
ての人が生活しやすいまちである」という認識のもとに、誰もが安
心して自由に出かけられるまちをめざすことを宣言するもので
す。 
条例のポイントは、 
①多くの人が利用する施設を公共的施設とし、だれもが安全に利
用できるようにするための整備基準を定めている。豊かな自然に
囲まれた島根県の特性に配慮し、河川や海岸の公共的施設に盛り
込んでいる。 
②特に公共性が高く、高齢者や障がい者の方々が利用しやすいよ
うに整備を行うことが必要な施設を「特定公共的施設」とし、これ
らの施設の所有者や管理者に施設の新増築等の際には事前に届け
出るように求めている。 
③整備基準に適合する施設については、事業者からの申請により
適合証を交付することとしている。 
が挙げられます。（島根県公式ホームページより） 

ポジティブ・アクション 

（積極的改善措置）（P. 21） 

男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあ
らゆる分野における活動に参画する機会に係る男女間の格差を改
善するために必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、
当該機会を積極的に提供することをいいます（男女共同参画社会
基本法第２条第 2 号）。また、同法第 8 条は、国の責務として、国
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が、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策（積極的改善措置
を含む。）を総合的に策定し、及び実施する責務を有する旨、規定
しています。男女間において形式的な機会の平等が確保されてい
ても、社会的・経済的な格差が現実に存在する場合には、実質的な
機会の平等を担保するために積極的改善措置（ポジティブ・アクシ
ョン）の導入が必要となります。 
（内閣府第 5 次男女共同参画基本計画より） 
 

経済センサス（P. 22） 「統計法」に基づいた基幹統計で、事業所及び企業の基本的構造、
経済状況を明らかにする調査です。5 年に 1 度実施されます。 

親学プログラム（P. 24） 島根県立東部・西部社会教育研修センターで開発した地域におけ
る子育て支援・家庭教育支援に活用できる学習プログラムです。参
加型学習の手法を用いて、参加者同士が交流しながら、親としての
役割や子どもとの関わり方について気づきを促すことをねらいと
しています。 

『夢』発見プログラム 

（キャリア教育推進プログラム）

（P. 24） 

雲南市では「キャリア教育」を、『子どもたちが、社会の一員とし
ての役割を果たすとともに、それぞれの個性・持ち味を最大限発揮
しながら自立して生きていくために必要な能力や態度を育てる教
育』と考えています。キャリア教育を推進するため策定された『キ
ャリア教育を基盤として、幼児期から高校までに「育てるべき力」
を、発達段階に応じて系統的に示した雲南市独自のキャリア教育
プログラム』を、「『夢』発見プログラム」と命名しています。 

認知症地域支援推進員（P．27） 認知症の人が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるため、医療
機関や介護サービスおよび地域の支援機関等との連携を図り、認
知症の人やその家族を支援する相談業務等を行います。雲南市で
は所定の研修を終了した保健師を認知症地域支援推進員として配
置しています。 

認知症初期集中支援チーム（P．27） 所定の研修を終了した認知症サポート医、認知症地域支援推進員、
介護福祉士等で構成される、認知症の人やその疑いのある人、およ
びその家族を支援するチームです。 
 

主任児童委員（P. 28） 

 

 民生委員は、厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの地域におい
て、常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行い、社会
福祉の増進に努める方々であり、「児童委員」を兼ねています。児
童委員は、地域の子どもたちが元気に安心して暮らせるように、子
どもたちを見守り、子育ての不安や妊娠中の心配ごとなどの相談・
支援等を行います。また、一部の児童委員は児童に関することを専
門的に担当する「主任児童委員」の指名を受けています。 
 

健康実態把握事業（P．28） 健診・医療・介護等の情報がない健康状態未把握者の健康実態把握
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のため、アンケートによる調査を実施する事業。（令和 5 年度〜7
年度で市内全町実施予定） 

生活困窮者自立支援法（P. 30） 生活保護に至る前の段階にある生活困窮者を支援し、自立の促進
を図る法律（平成 25 年法律第 105 号）。2013 年（平成 25）12 月
成立、平成 27 年 4 月施行。生活困窮者とは、経済的に困窮し、最
低限度の生活を維持できなくなるおそれのある者のことをいいま
す。法律では福祉事務所設置自治体が実施主体となり、対象者に向
けて以下の五つの支援事業を行うことを定めています。(1)自立相
談支援事業 就労支援や自立の相談に応じます。(2)住宅確保給付
金の支給 離職などにより、住宅を失った生活困窮者に家賃相当
の給付金を支給します。(3)就労準備支援事業 就労に必要な訓練
を有期で実施します。(4)一時生活支援事業 住居のない生活困窮
者に対し、一定期間宿泊場所を提供します。(5)家計相談支援事業 
家計に関する相談、家計管理に関する指導、資金貸付けの斡旋(あ
っせん)などを行います。 
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